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執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）

二
四

（
五
七
二
）

執
行
排
除

U帝
限
契
約
（
子
完
）

ー
そ
の
法
的
効
果
．
適
法
性
・
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
を
中
心
と
し
て
ー

石

渡

哲

緒
　
言

一
　
学
説
・
判
例
の
沿
革

　
e
ド
イ
ツ
の
学
説
ー
そ
の
一
1
（
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
お
よ
び
論
文
）

　
⇔
ド
イ
ツ
の
学
説
ー
そ
の
二
－
（
体
系
書
お
よ
び
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）

　
㊧
ド
イ
ッ
の
判
例

　
㈲
日
本
の
学
説

　
㈲
日
本
の
判
例

二
　
理
論
的
問
題
の
総
説

　
e
契
約
の
種
類

　
⇔
考
察
の
範
囲

　
⑫
方
法
上
の
問
題
…
…
（
以
上
前
号
）

三
　
契
約
の
効
果
と
適
法
性

　
e
考
え
ら
れ
る
効
果
の
種
類

　
口
私
法
上
の
義
務
付
け
効
果
説
批
判

　
㊧
免
除
・
猶
予
説
批
判

　
㈲
責
任
排
除
・
制
限
説
批
判

　
㈲
執
行
的
効
果
（
執
行
請
求
権
の
放
棄
と
具
体
的
な
執
行
権
能
の
放
棄
）

四
　
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
（
契
約
の
主
張
方
法
）

　e

考
え
ら
れ
る
救
済
・
主
張
方
法

口
損
害
賠
償
請
求
の
訴

　
㊧
給
付
の
訴

四
確
認
の
訴

　
㊨
執
行
文
付
与
に
対
す
る
債
務
者
の
異
議
お
よ
び
異
議
の
訴

　
㈲
方
法
異
議
・
即
時
抗
告
・
請
求
異
議
の
訴
・
第
三
者
異
議
の
訴
お
よ
び
そ
れ

　
　
ら
の
類
推
1
そ
の
一
1

　
㈹
方
法
異
議
・
即
時
抗
告
・
請
求
異
議
の
訴
・
第
三
者
異
議
の
訴
お
よ
び
そ
れ

　
　
ら
の
類
推
1
そ
の
二
1

　
⑳
特
別
な
救
済

　
σ
o
要
約

五
　
い
つ
た
ん
開
始
さ
れ
た
強
制
執
行
を
中
止
・
停
止
・
制
限
す
べ
き
契
約

六
　
契
約
違
反
の
場
合
の
損
害
賠
償

七
　
債
務
者
破
産
の
場
合
の
契
約
の
効
果

　
あ
と
が
き



三
　
契
約
の
効
果
と
適
法
性

　
　
　

　
　
輌
　
考
え
ら
れ
る
効
果
の
種
類

　
　
（

　
訴
訟
契
約
一
般
に
お
け
る
と
同
様
、
法
律
上
規
定
の
あ
る
執
行
に
関
す
る
契
約
が
直
接
執
行
法
上
の
効
果
（
以
下
、
執
行
的
効
果
と
称
す
る
）
を
有

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
間
題
な
い
。

　
法
律
上
規
定
の
な
い
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
効
果
と
し
て
は
以
下
の
効
果
が
考
え
ら
れ
る
（
以
下
の
効
果
が
従
来
の
学
説
・
判
例
に
現
わ
れ
て
い

る
）
。

執
行
全
般
、
一
定
の
対
象
に
対
す
る
執
行
、
一
定
の
方
法
に
よ
る
執
行
を
お
こ
な
わ
な
い
と
い
う
、
私
法
上
の
不
作
為
の
義
務
付
け
効
果
。
こ
の
効
果
を
認

め
る
見
解
は
、
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
を
め
ぐ
つ
て
、
さ
ら
に
分
か
れ
る
。
損
害
賠
償
し
か
認
め
な
い
、
あ
る
い
は
不
作
為
の
訴
の
ご
と
き
給
付
の
訴
を

認
め
る
見
解
（
原
初
的
義
務
付
け
効
果
説
）
と
、
請
求
異
議
の
訴
の
類
推
・
準
用
な
い
し
直
接
の
適
用
を
認
め
る
見
解
（
発
展
的
義
務
付
け
効
果
説
）
で
あ
る
。
債

務
の
免
除
な
い
し
猶
予
（
処
分
的
効
果
説
）

責
任
の
排
除
な
い
し
制
限
（
こ
れ
も
処
分
的
効
果
説
に
分
類
し
う
る
で
あ
ろ
う
）

執
行
的
効
果
（
訴
訟
的
効
果
説
）
。
最
近
で
は
、
訴
訟
的
効
果
と
し
て
、
訴
訟
上
の
処
分
的
効
果
と
訴
訟
上
の
義
務
付
け
的
効
果
の
二
種
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。

　
以
上
の
効
果
の
う
ち
、
債
務
の
免
除
な
い
し
猶
予
と
、
責
任
の
排
除
な
い
し
制
限
は
と
き
と
し
て
混
同
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
執
行
契
約
の

学
説
史
を
書
い
た
シ
ュ
ー
ク
は
、
「
実
体
法
的
に
方
向
付
け
ら
れ
た
解
決
の
諸
様
（
鼠
の
9
①
痒
霊
ヨ
ヨ
讐
＆
①
一
一
冨
9
藍
9
。
冨
旨
①
旨
R
ま
の
仁
躍
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

＜
・
あ
魯
一
聲
①
）
」
と
い
う
項
目
の
も
と
で
、
両
者
を
一
括
し
て
い
る
。
し
か
し
責
任
が
実
体
法
の
領
域
に
位
置
す
る
か
否
か
は
、
後
述
の
ご
と
く
、

問
題
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
は
免
除
と
は
別
個
の
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
契
約
の
効
果
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
右
に
掲
げ
た
が
、
学
説
・
判
例
の
な
か
に
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
効
果
を
認
め
る
も
の
が
あ

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
五
七
三
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
五
七
四
）

る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
も
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
例
え
ぽ
、
両
性
的
な
契
約
（
執
行
的
効
果
と
、
免
除
・
猶
予
な
い
し
責
任
排
除
・
制
限
）
を

認
め
る
見
解
、
契
約
の
内
容
に
よ
り
異
な
る
効
果
を
認
め
る
見
解
、
契
約
締
結
の
時
期
に
よ
り
異
な
る
効
果
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。

　
各
学
説
・
判
例
が
い
か
な
る
効
果
を
認
め
て
い
る
か
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
（
本
稿
二
」
）
。

　
右
に
掲
げ
た
効
果
の
な
か
に
は
、
単
独
行
為
で
惹
起
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
債
務
の
免
除
・
猶
予
が
そ
う
で
あ
る
。

執
行
的
効
果
も
、
後
述
の
ご
と
く
債
権
者
の
執
行
上
の
権
能
の
放
棄
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
独
行
為
に
よ
り
な
さ
れ
う
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
効
果
を
当
事
者
間
の
契
約
に
よ
り
発
生
さ
せ
る
と
い
う
構
成
も
不
可
能
で
は
な
い
。
か
つ
、
単
独
行
為
で
あ
る
か
契
約
で
あ

る
か
に
よ
つ
て
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
に
す
る
問
題
点
（
と
く
に
、
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法
の
確
定
）
に
関
し
、
結
論
は
異
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
従
来
の
慣
例
に
し
た
が
い
、
「
執
行
契
約
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
。

　
（
1
）
　
ω
o
げ
仁
堕
”
。
”
．
O
‘
ω
●
oo
『
融
●

（二）

私
法
上
の
義
務
付
け
効
果
説
批
判

　
私
法
上
の
義
務
付
け
効
果
を
認
め
る
見
解
の
う
ち
、
契
約
違
反
に
対
す
る
債
務
者
の
救
済
と
し
て
損
害
賠
償
の
み
、
ま
た
は
こ
れ
と
な
ら
ん
で

給
付
の
訴
（
不
作
為
の
訴
な
い
し
原
状
回
復
の
訴
）
を
認
め
る
見
解
、
す
な
わ
ち
原
初
的
義
務
付
け
効
果
説
は
、
そ
の
実
際
上
の
結
果
が
、
後
述
の
ご

と
く
、
債
務
者
の
救
済
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
。
（
本
稿
「
四
・
口
お
よ
び
9
）

　
契
約
の
本
来
の
効
果
は
私
法
上
の
義
務
付
け
効
果
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
救
済
と
し
て
請
求
異
議
の
訴
の
類
推
、
準
用
な
い
し
直
接
の
適
用
を

認
め
る
見
解
、
す
な
わ
ち
発
展
的
義
務
付
け
効
果
説
は
、
債
務
者
の
救
済
に
つ
い
て
は
一
応
満
足
の
い
く
結
論
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
訴
訟

契
約
一
般
に
つ
い
て
、
発
展
的
義
務
付
け
効
果
説
に
お
い
て
は
契
約
本
来
の
効
果
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
も
働
い
て
お
ら
ず
、
ま
た
本
来
的
効

果
か
ら
訴
訟
法
上
の
効
果
を
導
き
出
す
理
由
付
け
が
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
、
と
の
批
判
が
あ
る
が
（
本
稿
「
二
・
㈲
・
2
」
）
、
こ
の
こ
と
は



執
行
契
約
に
も
妥
当
す
る
。

　
要
す
る
に
、
私
法
上
の
義
務
付
け
効
果
は
、
他
の
よ
り
直
接
的
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
は
じ
め
て
考
慮
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

　
　
三
　
免
除
・
猶
予
説
批
判

　
　
（

　
法
律
行
為
自
由
の
原
則
に
よ
り
、
特
段
の
事
情
な
き
限
り
、
債
権
者
は
債
務
を
免
除
お
よ
び
猶
予
で
き
る
。
し
か
し
、
合
意
に
際
し
て
は
、
「
強

制
執
行
を
一
切
（
も
し
く
は
、
特
定
の
財
産
に
対
し
て
、
な
い
し
、
某
年
某
月
某
日
ま
で
）
お
こ
な
わ
な
い
」
、
な
い
し
こ
れ
に
類
似
の
表
現
が
用
い
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
（
詳
し
く
は
、
「
㈲
・
8
」
参
照
）
。
意
思
表
示
の
解
釈
に
あ
た
つ
て
は
必
ず
し
も
用
い
ら
れ
た
文
言
に
拘
泥
す
べ
き
で
は
な
い
。
し

か
し
右
の
ご
と
き
表
現
か
ら
は
、
通
常
は
当
事
者
の
意
思
が
、
よ
り
直
接
的
に
執
行
手
続
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
あ
つ
た
と
い
う
解
釈
が
な

り
た
つ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
ま
ず
そ
の
よ
う
な
効
果
の
適
法
性
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
間
題
と
な
る
の
が
、
責
任
の
排
除
・
制
限
と
執
行
的
効
果
で
あ
る
。

　
　
　

　
　
四
　
責
任
排
除
・
制
限
説
批
判

　
　
（

　
1
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
効
果
と
し
て
、
債
務
の
免
除
・
猶
予
お
よ
び
執
行
的
効
果
の
ほ
か
に
、
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
を
考
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
が
観
念
上
可
能
で
あ
る
か
、
ま
た
実
益
が
あ
る
か
否
か
は
、
実
体
上
の
請
求
権
と
責
任
の
関
係
な
い
し
は
債
務
と
責
任
の
関
係
を
い
か
に
把
握

す
る
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
責
任
の
概
念
の
帰
属
領
域
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
つ
て
い
る
。
こ
の
間
題
を
め
ぐ
つ
て
は
す
で
に
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
問
題
に
深
く
た
ち
い
る
こ
と
は
、
後
目
の
課
題
と
し
、
こ
こ
で
は
、
執
行
契
約
の
法
的
効
果
を
検
討

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
は
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
が
、
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
実
体
上
の
債
権
の
属
性
と
し
て
給
付
義
務
の
み

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
五
七
五
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
占
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
　
（
五
七
六
）

を
認
め
、
責
任
を
執
行
法
（
訴
訟
法
）
の
領
域
に
移
行
さ
せ
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
責
任
は
執
行
法
の
作
用
で
あ
り
、
ま
た
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

然
債
務
（
責
任
な
き
債
務
）
も
私
法
上
の
効
力
は
通
常
の
債
務
と
変
わ
ら
ず
、
た
だ
公
法
（
執
行
法
）
上
の
効
力
が
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
は
実
は
執
行
的
効
果
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
不
必
要
か
つ
不
可
能
と
い

う
こ
と
に
も
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
私
は
こ
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
け
だ
し
近
代
法
に
お
い
て
は
債
権
者
の
訴
権
・
執
行
権
の
前
提
と
し
て
実
体
法
上
債
権

の
強
制
力
・
掴
取
力
（
訴
求
力
と
請
求
力
）
が
予
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
体
上
の
債
権
に
基
づ
く
国
家
の
執
行
権
能
が
い
か
な
る
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
対
し
て
発
動
す
る
か
は
、
ま
さ
に
債
権
の
実
体
上
の
属
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
責
任
を
債
権
の
法
的
性
質
と
解
し
、
債
務
は
責
任
に
従
属
す
る
と
解
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
然
債
務
・
責
任
な
き
債
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
前
者
は
訴
求
し
え
な
い
債
務
、
後
者
は
執
行
し
え
な
い
債
務
）
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
の
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
契
約
に
よ
る
責
任

排
除
・
制
限
も
不
適
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
の
よ
う
に
、
責
任
を
債
権
の
本
質
と
み
る
の
は
、
責
任
が
は
た
す
機
能
の
過
大
評
価
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
私
は
一
応
、
「
債
権
を
『
債
務
』
・
『
責
任
』
の
二
つ
の
独
立
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
結
合
と
解
し
、
一
定
の
場
合
に
は
両
エ
レ
メ
ン
ト
の
分
離
可
能

　
　
（
8
）

性
を
承
認
」
す
る
立
場
に
し
た
が
つ
て
お
く
。
そ
し
て
、
責
任
は
通
常
は
債
権
に
と
も
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
必
須
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
い
う
わ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
は
な
く
、
例
外
的
に
自
然
債
務
・
責
任
な
き
債
務
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
責
任
は
実
体
法
の
領
域
に
属
し
、
自
然
債
務
・
責
任
な
き
債
務
は
存
在
し
う
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
律
行
為
自
由
の
原
則
に
よ

り
、
責
任
排
除
な
い
し
制
限
の
契
約
は
適
法
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
執
行
排
除
・
制
限
の
表
示
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
が
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
を
意
欲
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
執
行
の
効

果
を
意
欲
し
て
い
る
の
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
は
多
く
の
場
合
、
い
ず
れ
の
効
果
の
発
生
を
意
欲
す
る
か
を
、
明
示
的
に
表
示

し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
い
ず
れ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
か
に
ょ
り
、
い
か
な
る
相
違
が
生
じ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
当
事
者
は
原
則



と
し
て
い
ず
れ
を
望
む
か
を
推
測
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

　
（
1
）
　
以
下
の
論
者
は
執
行
契
約
と
責
任
契
約
を
区
別
し
て
い
る
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
四
九
頁
。
o
o
o
三
＆
畦
日
巴
び
勲
騨
O
こ
ψ
お
廿
閃
簿
四
貫
p
騨
ρ
・

　
　
ψ
o
o
“
ω
昌
呂
犀
？
ω
窪
び
鐸
帥
●
ρ
℃
鷲
口
N
た
だ
し
、
ピ
①
暮
山
雲
段
巳
堕
鋭
卑
○
こ
響
≦
Go
は
、
か
よ
う
な
区
別
を
困
難
か
つ
不
要
で
あ
る
と
す
る
。

　
（
2
）
債
権
法
総
論
の
体
系
書
の
ほ
か
、
わ
が
国
の
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。
加
藤
「
債
務
ト
責
任
」
「
破
産
法
研
究
　
第
二
巻
」
一
頁
以
下
、
（
は
じ
め
、
法
協

　
　
三
三
巻
・
大
正
四
年
・
五
、
六
号
に
掲
載
。
本
稿
で
は
「
破
産
法
研
究
第
二
巻
」
か
ら
引
用
す
る
）
。
石
田
（
文
次
郎
）
「
債
権
の
本
質
と
責
任
」
法
学
論
叢
二
〇
巻
（
昭
和
三
年
）

　
　
二
号
七
二
頁
以
下
。
平
野
『
民
法
に
お
け
る
ロ
ー
マ
思
想
と
ゲ
ル
マ
ン
思
想
」
（
大
正
二
二
年
）
＝
西
頁
以
下
。
石
田
（
喜
久
夫
）
・
前
掲
自
然
債
務
の
研
究
。
同
「
自
然
債
務
に

　
　
つ
い
て
」
私
法
一
三
号
（
昭
和
四
四
年
）
一
一
七
頁
以
下
。
磯
村
「
債
務
と
責
任
」
「
民
法
演
習
・
3
・
債
権
総
論
（
旧
版
）
」
（
昭
和
三
三
年
）
一
頁
以
下
。
同
「
自
然
債
務
」
「
判

　
　
例
演
習
債
権
法
」
（
昭
和
三
八
年
・
増
補
版
・
四
八
年
）
一
頁
以
下
。
奥
田
「
ド
イ
ッ
民
法
の
請
求
権
概
念
に
つ
い
て
日
」
法
学
論
叢
六
五
巻
（
昭
和
三
四
年
）
二
号
二
一
頁
以
下
。

　
　
小
野
木
「
自
然
債
務
と
訴
権
」
「
訴
権
論
序
説
」
三
一
九
頁
以
下
。
法
制
史
的
研
究
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
中
田
（
薫
）
「
独
仏
中
世
二
於
ケ
ル
債
務
ト
代
当
責
任
ト
ノ

　
　
区
別
」
法
協
二
九
巻
（
明
治
四
四
年
）
一
〇
i
一
二
号
。
上
山
「
ゲ
ル
マ
ン
部
族
法
時
代
に
於
け
る
債
務
関
係
の
一
考
察
－
債
務
と
責
任
を
中
心
と
し
て
」
法
学
論
叢
六
二
巻

　
　
　
（
昭
和
三
一
年
）
四
号
。
ド
イ
ッ
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
古
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
注
に
掲
げ
た
加
藤
教
授
の
論
文
の
ほ
か
、
磯
村
教
授
の
両
論
文
に
も
紹
介
が
あ
る
。

　
（
3
）
前
注
に
掲
げ
た
磯
村
教
授
の
両
論
文
に
お
い
て
要
領
の
い
い
分
類
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
加
藤
・
前
掲
債
務
ト
責
任
三
八
頁
以
下
。
川
島
「
債
権
法
総
則
講
義
　
第
一
」
（
昭
和
二
四
年
）
四
七
頁
。
松
坂
・
前
掲
書
二
二
頁
。

　
（
5
）
兼
子
「
増
補
強
制
執
行
法
」
（
昭
和
二
四
年
、
増
補
版
は
二
六
年
）
五
〇
頁
。
同
「
請
求
権
と
債
務
名
義
」
「
民
事
法
研
究
　
一
巻
」
一
八
二
頁
（
は
じ
め
、
「
加
藤
先
生
還
暦

　
　
祝
賀
論
文
集
」
・
昭
和
六
年
・
に
収
録
。
本
稿
で
は
民
事
法
研
究
一
巻
か
ら
引
用
す
る
）
。
磯
村
・
前
掲
債
務
と
責
任
七
頁
。
同
・
前
掲
自
然
債
務
五
頁
。
於
保
・
前
掲
書
七
六
頁
。

　
　
平
野
・
前
掲
書
一
四
八
頁
も
、
法
社
会
学
的
観
点
よ
り
、
責
任
を
訴
訟
法
の
領
域
に
移
行
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

　
（
6
）
　
我
妻
「
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
W
）
」
（
昭
和
三
九
年
）
六
八
頁
。

　
（
7
）
　
石
田
（
文
）
・
前
掲
論
文
一
〇
一
頁
以
下
、
一
〇
八
頁
。

　
（
8
）
　
磯
村
・
前
掲
自
然
債
務
六
頁
（
傍
点
原
文
）
。
同
・
前
掲
債
務
と
責
任
七
ー
八
頁
参
照
。

　
（
9
）
　
い
か
な
る
場
合
に
自
然
債
務
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
磯
村
・
前
掲
自
然
債
務
四
頁
以
下
参
照
。

　
2
　
契
約
が
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
を
惹
起
す
る
か
、

る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
本
稿

明
確
な
違
い
は
出
て
こ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）

執
行
的
効
果
を
惹
起
す
る
か
で
　
契
約
違
反
に
対
す
る
債
務
者
の
救
済
方
法
が
異
な

「
四
」
で
検
討
す
る
。
私
は
、
救
済
に
差
異
は
あ
る
が
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど

二
九

（
五
七
七
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
　
（
五
七
八
）

　
実
際
上
の
相
違
点
と
し
て
は
、
救
済
手
段
の
ほ
か
に
、
以
下
の
点
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
債
務
者
が
債
権
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
に
対
す
る
執
行
が
契
約
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
た
と
す
る
。
も
し
契
約
締
結
の
意
図
が
、
単
に

債
務
者
に
執
行
を
免
か
れ
し
め
る
こ
と
で
あ
れ
ば
（
例
え
ば
、
執
行
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
債
務
者
の
社
会
的
信
用
失
墜
を
回
避
さ
せ
る
た
め
）
、
当
事
者

は
執
行
的
効
果
を
意
欲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
執
行
的
効
果
が
意
欲
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
適
法
な
ら
ば
、
債
権
者
が
当
該
債
権
を

受
働
債
権
と
し
、
債
務
者
に
対
す
る
自
己
の
債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
相
殺
を
お
こ
な
う
こ
と
は
契
約
の
趣
旨
に
反
さ
ず
、
し
た
が
つ
て
適
法

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
の
意
思
は
、
債
務
者
を
執
行
か
ら
免
か
れ
し
め
る
こ
と
の
み
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
契
約
締
結
の

意
図
が
、
当
該
債
権
を
責
任
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
相
殺
は
契
約
締
結
の
趣
旨
に
反
し
、
不
適
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
殺

は
実
質
上
受
働
債
権
を
強
制
的
に
弁
済
さ
せ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
該
債
権
を
債
務
者
の
責
任
の
な
か
に
と
り
こ
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で

（
1
）

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
な
お
、
合
意
の
効
果
が
免
除
で
あ
れ
ば
、
恒
久
的
に
、
猶
予
で
あ
れ
ば
、
猶
予
期
間
中
は
相
殺
が
で
き
な
い
（
こ
の
点
で
は
、
責
任
排
除
・
制
限

契
約
と
同
じ
で
あ
る
）
。

　
第
二
に
、
契
約
の
効
果
が
執
行
的
効
果
な
ら
ば
、
債
務
者
が
債
務
の
履
行
を
怠
る
と
、
履
行
遅
滞
に
陥
り
、
彼
は
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
契
約
の
効
果
が
責
任
排
除
・
制
限
で
あ
り
、
債
務
者
が
履
行
を
怠
つ
た
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
。
責
任
が
排
除
な
い

し
制
限
さ
れ
て
も
、
債
務
者
の
給
付
義
務
と
債
権
者
の
給
付
受
領
権
と
は
な
お
存
続
す
る
か
ら
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
債
務
者
の
損
害
賠
償
義
務

は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
責
任
を
排
除
な
い
し
制
限
さ
れ
た
債
務
に
お
い
て
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
も
責
任
が
排
除
・

制
限
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
が
こ
れ
に
異
な
る
意
思
表
示
を
し
て
い
れ
ば
格
別
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
こ
う
解
す
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
契
約
か
ら
執
行
的
効
果
が
生
じ
る
か
、
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
が
生
じ
る
か
に
よ
り
、
債
務
不
履
行
の
際
の
賠
償

義
務
か
通
常
の
債
務
で
あ
る
か
、
責
任
の
排
除
・
制
限
さ
れ
た
債
務
で
あ
る
か
の
相
違
が
出
て
く
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
な
お
、
合
意
の
効
果
が
免
除
・
猶
予
で
あ
る
な
ら
ば
、
債
務
が
履
行
さ
れ
な
く
と
も
、
履
行
遅
滞
は
生
じ
な
い
。
ち
な
み
に
、
支
払
い
猶
予
令

（
モ
ラ
ト
リ
ゥ
ム
）
は
、
責
任
の
一
定
期
間
の
排
除
と
い
う
よ
り
は
、
債
務
の
一
定
期
間
の
猶
予
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
実
体
法
学
者
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
場
合
に
は
履
行
遅
滞
の
責
任
は
免
除
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
以
下
の
点
で
は
、
執
行
的
効
果
が
生
じ
よ
う
と
、
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
が
生
じ
よ
う
と
、
変
わ
り
が
な
い
。

　
ま
ず
、
執
行
的
効
果
が
発
生
す
れ
ば
、
債
務
者
の
任
意
の
弁
済
は
贈
与
と
も
非
債
弁
済
と
も
み
な
さ
れ
ず
、
し
た
が
つ
て
後
に
遺
留
分
（
民
法

一
〇
二
八
条
以
下
）
に
よ
る
減
殺
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
で
は
、
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
が
生
じ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
け
だ
し
、

責
任
が
排
除
・
制
限
さ
れ
て
い
て
も
、
債
務
者
は
な
お
実
体
私
法
上
債
務
を
履
行
す
べ
き
義
務
を
負
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
お
こ
な
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

債
務
の
履
行
は
有
効
な
弁
済
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
な
お
、
合
意
の
効
果
が
免
除
な
ら
ば
、
債
務
者
の
弁
済
は
贈
与
な
い
し
非
債
弁
済
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
後
に
遺
留
分
の
対
象
に
な
る
。
猶
予
の

場
合
も
、
猶
予
期
間
中
の
弁
済
は
同
断
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
般
に
は
自
然
債
務
（
責
任
な
き
債
務
）
の
効
果
と
し
て
、
更
改
・
保
証
・
担
保
権
設
定
が
可
能
な
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
効
果
が
権
利
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

譲
受
け
人
に
も
対
抗
し
う
る
こ
と
（
自
然
債
務
性
の
持
続
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
私
も
こ
の
こ
と
は
首
肯
し
う
る
と
考
え
る
。
し
た
が
つ
て
契
約

に
よ
る
責
任
排
除
・
制
限
の
場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
妥
当
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
し
か
し
、
契
約
の
効
果
が
執
行
的
効
果
で
あ
つ
て
も
、

結
論
は
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
効
果
を
と
も
な
う
債
権
に
つ
い
て
も
更
改
・
保
証
・
担
保
権
設
定
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
譲
受
け
人
に
も
対
抗
で
き
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
合
意
の
効
果
が
免
除
な
ら
ば
、
実
体
権
自
体
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
更
改
・
保
証
・
担
保
権
設
定
は
考
え
ら
れ
な
い
。
権

利
の
第
三
者
へ
の
譲
渡
も
あ
り
え
な
い
。
猶
予
の
場
合
は
、
猶
予
期
間
内
は
更
改
・
保
証
・
担
保
権
設
定
は
考
え
ら
れ
な
い
（
猶
予
期
間
経
過
後
の

た
め
の
担
保
権
設
定
等
は
考
え
ら
れ
る
）
。
猶
予
さ
れ
た
債
権
の
譲
渡
は
可
能
で
あ
る
が
、
債
務
者
が
譲
受
け
人
に
猶
予
を
対
抗
し
う
る
か
否
か
は
、

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
占
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
五
七
九
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
五
八
○
）

民
法
四
六
八
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
。

　
以
上
の
論
述
を
要
す
る
に
、
契
約
の
効
果
が
執
行
的
効
果
で
あ
る
か
、
責
任
排
除
・
制
限
で
あ
る
か
に
よ
り
、
問
題
と
な
つ
た
債
権
を
自
働
債

権
と
す
る
相
殺
の
可
否
、
お
よ
び
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
特
質
の
点
で
実
際
上
の
相
違
が
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
点
の

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
は
当
事
者
は
執
行
的
効
果
を
意
欲
し
て
い
る
と
の
推
測
が
な
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
執
行
を
し

な
い
」
と
の
表
示
か
ら
は
、
右
の
相
殺
ま
で
禁
じ
る
意
図
は
原
則
と
し
て
は
推
測
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
債
務
不
履
行
の
際
の
損
害
賠
償

義
務
に
つ
い
て
ま
で
責
任
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
。

　
な
お
、
斎
藤
教
授
な
ら
び
に
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
；
は
、
当
事
者
が
責
任
契
約
で
は
な
く
、
執
行
の
排
除
・
制
限
を
意
欲
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
根
拠
と
し
て
、
責
任
制
限
は
、
財
団
の
人
格
化
、
例
え
ば
有
限
責
任
会
社
の
設
立
に
よ
り
達
せ
ら
れ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。
責
任
制
限
が
原
則

と
し
て
意
欲
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
自
体
に
は
賛
成
で
き
る
に
し
て
も
、
財
団
の
設
立
は
一
般
人
に
と
つ
て
は
あ
ま
り
親
し
み
の
な
い
手
続
を
踏

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
途
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
が
契
約
締
結
に
お
い
て
責
任
制
限
を
意
欲
し
な
い
と
い
う
解
釈
の
根
拠

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
我
妻
・
前
掲
書
七
一
頁
、
お
よ
び
磯
村
・
前
掲
債
務
と
責
任
一
三
頁
は
自
然
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
で
き
な
い
、

　
は
別
で
あ
る
。

（
2
）
　
穂
積
・
前
掲
判
批
三
〇
八
頁
・
U
葺
ユ
o
ダ
鉾
鉾
ρ
り
ψ
3
・

（
3
）
9
葺
蓉
F
P
P
O
‘
ω
・
盛
。

（
4
）
　
我
妻
・
前
掲
書
二
一
一
七
頁
。
於
保
・
前
掲
書
一
五
一
頁
。

（
5
）
我
妻
・
前
掲
書
七
一
頁
。
柚
木
“
高
木
・
前
掲
書
二
三
－
二
四
頁
。

（
6
）
穂
積
・
前
掲
書
判
批
三
〇
八
頁
。

（
7
）
我
妻
・
前
掲
書
七
一
頁
以
下
、
七
四
頁
。
石
田
（
喜
久
夫
）
「
判
批
」
民
法
判
例
百
選
n
（
昭
和
五
〇
年
）
一
九
頁
参
照
。

（
8
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
ω
8
冥
ぎ
鱒
勲
鉾
ρ
噂
が
あ
る
。

と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
文
で
述
ぺ
た
事
柄
と



　　　　写
（五）　）

斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
四
九
ー
一
〇
五
〇
頁
。
ω
o
匡
巴
巽
ヨ
巴
び
騨
讐
9
¢
富
P

執
行
的
効
果
（
執
行
請
求
権
の
放
棄
と
具
体
的
な
執
行
権
能
の
放
棄
）

　
1
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
け
る
執
行
的
効
果
と
は
、
債
権
者
の
執
行
法
上
の
権
利
な
い
し
権
能
の
放
棄
・
制
限
で
あ
る
。
か
よ
う
な
権

利
、
権
能
と
し
て
は
ま
ず
執
行
請
求
権
（
＜
。
＝
鋒
8
ざ
轟
の
き
呂
霊
9
）
が
考
え
ら
れ
る
、
こ
こ
で
執
行
請
求
権
の
本
質
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕

　
　
　
　
　
い
ー
）

は
な
い
の
で
、
た
だ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
に
留
め
て
お
く
。
執
行
請
求
権
と
は
、
国
家
に
対
し
執
行
行
為
の
着
手
と
追
行
を
求
め
る
債
権
者
の
公

的
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
体
上
の
請
求
権
に
基
礎
を
置
く
の
で
は
な
く
、
た
だ
債
務
名
義
に
の
み
基
礎
を
置
き
、
か
つ
訴
訟
法
に
よ
り
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
学
説
中
に
は
、
執
行
請
求
権
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
立
場
を
前
提
と
す
れ
ば
、
契
約
に
よ
る
執
行
請
求
権
の
放
棄
は
そ
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
問
題
に
な
り
え
な
い
。
ラ
ー
ツ
は
か
よ
う
に
し
て
執
行
請
求
権
の
放
棄
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

　
執
行
請
求
権
の
存
在
を
認
め
る
か
否
か
は
、
訴
権
の
存
在
を
認
め
る
か
否
か
と
も
関
連
す
る
。
た
し
か
に
最
近
で
は
訴
権
否
定
論
も
有
力
で
は

　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
る
が
、
法
が
自
力
救
済
を
禁
じ
た
代
償
と
し
て
、
訴
権
の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
、
充
分
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
訴
権
に
つ
い
て
も

詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
）
。
執
行
請
求
権
も
、
そ
の
本
質
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
執
行
請
求
権
に
っ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
研
究
が
あ
る
。
兼
子
・
前
掲
請
求
権
と
債
務
名
義
一
五
七
頁
以
下
。
同
「
強
制
執
行
請
求
権
」
　
「
民
事
訴
訟
法
講
座
　
第
四
巻
」

　
　
（
昭
和
三
〇
年
）
九
七
九
頁
以
下
。
石
川
「
執
行
請
求
権
論
」
法
学
研
究
三
四
巻
（
昭
和
三
六
年
）
六
号
一
八
頁
以
下
。
同
「
強
制
執
行
の
基
礎
理
論
」
「
演
習
民
事
訴
訟
法
　
下
」

　
　
（
昭
和
四
八
年
）
二
二
五
頁
以
下
。
ド
イ
ッ
の
文
献
と
し
て
は
、
ω
畠
霞
い
塑
鐸
ρ
噛
ψ
お
R
“
国
目
器
嵩
o
F
寧
鋭
○
こ
ω
」
綜
崩
も
ω
驚
畠
勲
鋭
ρ
堕
9
ら
ω
h
お
よ
び

　
　
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
訴
権
に
つ
い
て
は
な
お
、
く
旭
・
い
¢
犀
ρ
U
δ
ギ
8
＄
旨
げ
『
仁
昌
暢
ぼ
含
頓
巳
ω
・
N
N
℃
お
（
一
3
0
0
y
ψ
8
い

　
（
2
）
　
国
器
貫
勲
鋭
ρ
・
ψ
8
律
シ
“
－
ク
は
、
ラ
ー
ツ
が
執
行
請
求
権
の
存
在
を
否
定
し
た
の
は
国
家
社
会
主
義
（
ナ
チ
ズ
ム
）
の
影
響
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
　
（
浮
評
堕

　
　
勲
帥
●
○
‘
P
け
㎝
し
。

　
（
3
）
　
訴
権
否
定
説
を
有
力
に
唱
え
ら
れ
る
の
は
三
ケ
月
教
授
で
あ
る
。
三
ケ
月
「
民
事
訴
訟
の
機
能
的
考
察
と
現
象
的
考
察
」
「
民
事
訴
訟
法
研
究
　
第
一
巻
」
二
五
九
頁
以
下
（
は
じ

　
　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
五
八
一
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
店
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
五
八
二
）

　
　
め
、
法
協
七
五
巻
・
昭
和
三
三
年
・
二
号
に
掲
載
）
。
同
『
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学
全
集
）
」
（
昭
和
三
四
年
）
一
一
頁
以
下
。
同
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
「
演
習
民
事
訴
訟
法
　
上
」

　
　
（
昭
和
四
八
年
）
三
頁
以
下
。
な
お
、
石
川
・
前
掲
・
執
行
請
求
権
論
一
八
頁
注
（
1
）
参
照
。

　
（
4
）
　
訴
権
否
定
論
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
次
の
論
稿
が
あ
る
。
伊
東
「
本
案
判
決
請
求
権
説
批
判
」
「
裁
粉
法
の
諸
問
題
　
上
（
兼
子
博
士
還
暦
記
念
）
」
（
昭
和
四
四
年
）
二
九
五

　
　
頁
以
下
。
石
川
・
前
掲
強
制
執
行
の
基
礎
理
論
二
二
七
頁
。
そ
の
ほ
か
、
木
川
「
法
律
要
件
と
請
求
原
因
」
「
民
事
訴
訟
政
策
序
説
」
三
一
二
頁
以
下
（
は
じ
め
法
学
新
報
六
三

　
　
巻
．
昭
稲
三
一
年
二
二
号
に
掲
載
）
。
新
堂
・
前
掲
論
文
（
判
タ
ニ
一
二
号
と
三
頁
以
下
参
照
。

　
2
　
学
説
の
な
か
に
は
、
執
行
請
求
権
と
執
行
権
能
・
可
能
性
（
＜
。
房
賃
8
ざ
濃
菩
Φ
2
讐
一
の
む
N
多
＜
。
房
貫
Φ
良
琶
鴨
ヨ
凝
一
凶
9
ぎ
ε
を
概
念
上

区
別
す
る
も
の
が
あ
る
。
ラ
ー
ツ
、
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ア
ー
、
ボ
ー
ン
、
マ
ル
テ
ィ
ン
お
よ
び
H
・
J
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
の
学
説
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
ラ
ー
ツ
は
執
行
請
求
権
の
存
在
は
否
定
す
る
が
、
債
権
者
の
名
義
に
基
づ
き
執
行
を
追
行
す
る
訴
訟
上
の
可
能
性
の
存
在
を
肯
定
し
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

放
棄
し
え
な
い
と
解
し
て
い
る
。

　
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ア
ー
と
マ
ル
テ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
権
利
保
護
請
求
権
の
一
部
た
る
国
家
に
対
し
執
行
を
求
め
る
請
求
権
（
マ
ル
テ
ィ
ソ
は
＜
。
ぞ

怨
①
畠
毒
暢
3
。
鐸
と
称
し
て
い
る
）
自
体
の
放
棄
は
不
適
法
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
権
利
保
護
請
求
権
は
私
法
秩
序
の
維
持
に
奉
仕
し
、
公
益
に

か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
執
行
排
除
・
破
産
排
除
は
そ
れ
ゆ
え
不
適
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
定
の
執
行
の
可
能
性
・
訴
訟
上
の
権
利
に

関
す
る
契
約
は
適
法
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
契
約
は
公
益
に
反
し
な
い
こ
と
、
執
行
法
上
処
分
権
主
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
法

が
明
文
規
定
で
若
干
の
執
行
契
約
に
執
行
的
効
果
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
執
行
対
象
の
制
限
契
約
・
執
行
着
手
の
順
序
付
け
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

約
・
競
売
を
法
定
の
方
法
と
異
な
る
方
法
で
お
こ
な
う
契
約
・
換
価
に
関
す
る
契
約
が
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
ポ
ー
ン
は
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ア
ー
と
同
じ
理
由
付
け
で
、
執
行
請
求
権
は
放
棄
で
き
ず
執
行
権
能
は
放
棄
し
う
る
と
解
し
て
い
る
。
両
者
の
関
係

は
次
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
執
行
請
求
権
は
そ
れ
自
身
抽
象
的
で
あ
る
。
け
だ
し
そ
の
存
在
の
み
に
よ
つ
て
執
行
手
続
は
開
始
せ
ず
、
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

始
の
た
め
に
は
債
権
者
の
申
立
が
必
要
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
執
行
を
開
始
さ
せ
る
権
能
（
冒
鳴
紹
器
言
琶
鴨
冨
皆
魑
芭
が
執
行
権
能
で
あ
る
。

　
H
・
J
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
も
同
様
に
執
行
請
求
権
は
放
棄
し
え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
し
か
し
、
国
家
に
対
す
る
執
行
請
求
権
と
は
独
立



別
個
に
、
当
事
者
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
訴
訟
上
の
特
定
の
状
態
で
特
定
の
方
法
で
行
為
す
る
可
能
性
（
権
能
）
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
こ
の
可
能
性
に
関
す
る
契
約
の
適
法
性
を
検
討
し
て
い
る
。

　
ラ
ー
ツ
の
見
解
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
そ
の
前
提
で
あ
る
執
行
請
求
権
の
存
在
の
否
定
に
間
題
が
あ
る
。
ま
た
、
執
行
的
効
果
を
検
討
す
る
場

合
、
当
事
者
間
の
関
係
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
能
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
H
．
」
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
の
所
説
は
考
察
の
対
象
外
に
置

（
5
）

く
。
検
討
す
べ
き
は
、
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
等
の
ご
と
く
、
債
権
者
の
国
家
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
執
行
請
求
権
と
執
行
権
能
の
二
重
構
造
が

認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
シ
ェ
ル
フ
は
執
行
請
求
権
と
執
行
権
能
の
概
念
上
の
区
別
に
消
極
的
で
あ
る
。
彼
は
、
双
方
と
も
に
債
権
者
の
国
家
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
処
分
を
否
定
し
、
後
者
の
処
分
を
許
容
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
し
か
し
、
国
民
は
国
家
に
対
し
て
執
行
行
為
の
着
手
を
求
め
る
抽
象
的
な
権
利
（
国
民
の
人
格
的
権
能
と
し
て
の
執
行
請
求
権
）
を
有
す
る
と
同
時

に
、
債
務
名
義
を
も
つ
者
は
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
国
家
に
対
し
て
特
定
の
執
行
行
為
の
追
行
を
求
め
る
具
体
的
な
権
利
（
以
下
、
具
体
的
な
執
行
権

能
と
称
す
る
）
を
も
有
し
て
い
る
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
等
が
お
こ
な
つ
た
区
別
も
、
こ
の
執
行
請
求
権
と
具
体
的
な
執
行
権
能
の
区
別
と
同
じ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
執
行
請
求
権
は
国
民
の
人
格
的
権
能
で
あ
る
か
ら
、
放
棄
不
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
等
の
区
別

は
首
肯
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
い
か
な
る
場
合
に
契
約
は
執
行
請
求
権
に
か
か
わ
り
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
執
行
権
能
に
か
か
わ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
シ
ー
ダ

ー
マ
イ
ア
ー
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
執
行
排
除
契
約
の
対
象
は
前
者
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
契
約
の
対
象
を
特
定
し
な
い
で

締
結
さ
れ
る
執
行
排
除
契
約
（
A
は
B
に
対
し
一
切
の
執
行
を
お
こ
な
わ
な
い
旨
の
契
約
）
は
執
行
請
求
権
に
関
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
不
適
法
な
契
約
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
特
定
の
実
体
上
の
債
権
な
い
し
特
定
の
名
義
に
基
づ
く
執
行
を
排
除
す
る
契
約
（
こ
れ
ら
も
執
行
排
除
契
約
と
称
し
う
る
）
に

お
い
て
は
、
別
の
構
成
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
も
観
念
的
に
は
、
執
行
請
求
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
解
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
当
該
債
権

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
ニ
ル
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
五
八
三
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
五
八
四
）

な
い
し
名
義
に
基
づ
き
な
さ
れ
う
る
執
行
行
為
の
す
べ
て
に
つ
き
、
着
手
を
求
め
る
、
債
権
者
の
個
々
の
具
体
的
諸
権
利
が
包
括
的
に
放
棄
さ
れ

た
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
。
逆
に
執
行
制
限
契
約
で
あ
つ
て
も
、
個
々
の
具
体
的
な
債
権
な
い
し
名
義
に
つ
き
な
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
（
例
え
ば
、

A
は
B
に
対
し
て
一
切
の
不
動
産
執
行
を
お
こ
な
わ
な
い
旨
の
契
約
）
、
執
行
請
求
権
を
対
象
と
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
要
す
る
に
、
個
々
の
債
権
な
い
し
名
義
に
つ
き
な
さ
れ
た
執
行
排
除
・
制
限
契
約
は
具
体
的
な
執
行
権
能
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

執
行
請
求
権
は
放
棄
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
契
約
の
執
行
的
効
果
と
し
て
は
、
こ
の
具
体
的
な
執
行
権
能
の
放
棄
の
可
否
を
問
題
と

す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
因
帥
暮
撃
騨
鉾
○
；
ψ
謹
い

　
（
2
）
ω
o
匡
a
窪
目
巴
び
勲
帥
。
O
こ
ω
ω
・
脇
噛
8
幹
ぎ
の
げ
Φ
ω
．
旨
－
詮
レ
竃
…
客
貝
菖
β
●
鉾
騨
O
●
℃
ψ
一
〇
理
●

　
（
3
）
切
o
げ
量
P
勲
○
こ
ψ
陪
R

　
（
4
）
国
し
．
頃
o
一
響
茜
N
貰
ω
》
ω
＄
き
鉾
一
f
ω
■
o
o
『
律

　
（
5
）
く
騎
一
。
ω
瑛
o
ぎ
鉾
卑
9
ψ
8
N
ム
8
頃
P
声

　
（
6
）
　
ω
畠
R
い
鐸
鋭
ρ
・
ψ
置
い
結
論
同
旨
ω
9
仁
騨
騨
勲
ρ
讐
ω
ψ
日
匡
．
」
零
融
“
O
鐘
一
、
鉾
騨
9
り
ψ
器
噂

　
（
7
）
（
8
）
　
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
二
頁
。
上
田
・
前
掲
論
文
三
〇
一
頁
注
（
8
）
。

　
（
9
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
な
お
、
〈
o
q
一
ω
9
量
P
鉾
O
。
ψ
漣
舞

　
3
　
訴
訟
契
約
一
般
に
お
け
る
と
同
様
、
執
行
契
約
に
お
い
て
も
、
執
行
的
（
訴
訟
的
）
効
果
を
認
め
る
と
、
経
済
的
・
社
会
的
圧
力
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

弱
者
が
執
行
権
能
の
放
棄
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
し
て
、
執
行
的
効
果
を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
訴
訟
契
約
一
般
に
つ
い
て

述
べ
た
よ
う
に
、
経
済
的
・
社
会
的
強
者
が
弱
者
に
対
す
る
厚
意
に
よ
り
訴
訟
上
の
権
能
を
放
棄
す
る
こ
と
も
絶
無
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
場

合
に
も
、
契
約
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
債
務
者
に
苛
酷
で
あ
る
か
ら
、
右
の
危
険
を
根
拠
に
、
総
じ
て
訴
訟
的
効
果
を
否
定
す
べ
き
で

は
な
く
、
前
記
の
圧
力
が
濫
用
さ
れ
た
場
合
に
、
個
々
的
に
契
約
を
無
効
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弱
者
保
護
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
（
Z
P
O
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

二
五
条
二
項
の
趣
旨
は
こ
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
）
。
こ
の
点
は
執
行
契
約
に
も
妥
当
す
る
。



　
細
野
氏
は
、
こ
の
点
を
越
え
て
、
当
事
者
間
の
力
関
係
に
関
し
て
執
行
契
約
が
他
の
訴
訟
契
約
と
と
く
に
異
な
る
点
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

す
な
わ
ち
、
同
氏
は
、
訴
訟
契
約
一
般
は
不
適
法
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
「
執
行
請
求
権
ハ
寧
・
強
者
ノ
為
メ
」
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
放
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
述
の
ご
と
く
他
の
訴
訟
契
約
に
お
い
て
も
経
済
的
・
社
会
的
強
者
が
厚
意
に
よ
り
訴
訟
上
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

能
を
放
棄
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
し
（
例
え
ば
、
弱
者
へ
の
同
情
か
ら
強
者
が
不
起
訴
を
約
す
る
）
、
他
方
、
執
行
権
能
の
放
棄
も
常
に
強
者
が
弱
者
の

た
め
に
厚
意
で
お
こ
な
う
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
下
請
け
の
零
細
企
業
が
、
製
品
の
納
入
先
で
あ
る
大
企
業
に
対
す
る
製
品
の
代
金
債
権
に

基
づ
く
執
行
を
、
大
企
業
の
圧
力
に
よ
り
放
棄
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
右
の
点
か
ら
、
執
行
契
約
を
他
の
訴
訟
契
約
に

対
し
て
特
別
扱
い
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
訴
訟
契
約
一
般
に
お
け
る
と
同
様
に
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
が
普
通
契
約
約
款
・
標
準
書
式
契
約
の
か
た
ち
で
締
結
さ
れ
た
場
合
に

は
、
一
方
当
事
者
の
経
済
的
・
社
会
的
圧
力
が
は
た
ら
い
た
可
能
性
が
大
き
い
が
、
常
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
間
題
と

な
つ
た
場
合
の
意
思
の
自
由
の
存
否
に
つ
い
て
は
個
々
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
当
事
者
に
意
思
の
自
由
が
あ
つ
た
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
訴
訟
契
約
一
般
に
お
け
る
と
同
様
に
意
思
の
自
由
が
な
か
つ
た
こ
と
を
主
張
す
る
側
が
挙
証
責
任
を
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
訴

訟
契
約
一
般
に
つ
い
て
は
、
本
稿
「
二
・
四
・
3
」
）
。

　
（
1
）
　
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
（
2
）
国
ヨ
日
o
ユ
o
F
鋭
聾
O
も
ω
●
障
①
h
●

　
（
3
）
　
細
野
・
前
掲
書
一
四
一
頁
。

　
（
4
）
　
細
野
・
前
掲
書
二
三
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
、
上
田
・
前
掲
論
文
二
九
八
頁
参
照
．

　
（
5
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
七
四
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
4
　
執
行
的
効
果
否
定
の
根
拠
と
し
て
、
執
行
要
件
・
執
行
障
害
に
関
す
る
規
定
の
強
行
性
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
兼
子
博
士
が
、
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

行
手
続
に
も
任
意
訴
訟
禁
止
の
原
則
が
妥
当
す
る
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
シ
ュ
ー
ク
が
、
Z
P
O
第
八
編
（
強
制
執
行
編
）
の
目
的
は
、
国
家
の
強

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
五
八
五
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
五
八
六
）

制
権
の
適
用
に
あ
た
つ
て
の
法
的
安
定
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
Z
P
O
八
四
三
条
（
日
本
民
訴
六
一
二
条
に
相
当
ー
当
事
者
の
意
思
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

み
で
執
行
的
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
認
め
る
規
定
）
は
例
外
規
定
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
（
シ
ュ
ー
ク
の
論
述
は
次
に
引
用

す
る
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
の
所
説
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
）
。

　
他
方
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
は
、
Z
P
O
八
一
六
条
、
八
四
三
条
等
若
干
の
明
文
規
定
が
当
事
者
の
意
思
・
合
意
に
よ
る
執
行
的
効
果
の
惹
起
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

認
め
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
明
文
規
定
の
な
い
執
行
契
約
の
執
行
的
効
果
を
是
認
し
て
い
る
。

　
は
た
し
て
執
行
要
件
・
執
行
障
害
に
関
す
る
規
定
が
強
行
規
定
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
当
事
者
の
意
思
・
合
意
に
執
行
的
効
果
を
付
与
す
る
規

定
が
例
外
規
定
で
あ
る
の
か
は
、
執
行
法
規
が
私
益
と
公
益
の
い
ず
れ
に
奉
仕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
に
よ
り
決
ま
る
。
こ
の
点
は
次
の
執
行
法

規
の
公
法
性
と
関
連
し
て
問
題
に
な
る
。

　
（
1
）
　
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
五
四
頁
以
下
。
吉
川
・
前
掲
書
五
二
頁
。
ゆ
貰
器
び
一
名
這
8
り
oo
．
墨
旧
U
Φ
『
夢
『
名
お
認
・
P
一
馨
“
∪
碧
犀
名
巴
一
段
・

　
　
鐸
騨
○
‘
ω
■
一
■
窃
q
…
国
”
緯
N
噛
P
曽
●
O
‘
ψ
8
。

　
（
2
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
八
九
頁
。

　
（
3
）
　
ω
o
げ
二
α
q
”
鐸
騨
ρ
一
ω
ψ
一
脇
）
一
脇
。
同
旨
、
〇
四
三
”
鋭
勲
ρ
り
ψ
認
O
…
国
o
畠
の
鐵
h
ρ
P
P
ρ
、
ψ
N
oo●

　
（
4
）
　
ω
o
圧
9
震
ヨ
巴
ぴ
鐸
斜
ρ
り
ω
ψ
脇
燭
㊤
合
に
鈎
一
G
o
N
隼
同
旨
、
国
ヨ
ヨ
o
ユ
畠
ρ
P
ρ
吻
ψ
装
禁
く
閃
一
・
ψ
畠
ド

　
5
　
次
に
、
執
行
的
効
果
否
定
の
根
拠
と
し
て
、
執
行
法
が
公
法
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
根
拠
は
、
訴
訟
契
約
一
般
に
お
け
る
と

同
様
に
、
さ
ら
に
二
つ
の
方
向
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
執
行
上
の
権
能
は
債
権
者
の
対
国
家
的
権
能
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
れ
を
放
棄
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
は
、
執
行
上
の
権
能
は
私
益
の
み
な
ら
ず
、
公
益
に
も
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
事
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
合
意
で
こ
れ
を
放
棄
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
前
者
は
、
訴
訟
契
約
一
般
に
お
け
る
と
同
様
、
執
行
的
効
果
を
否
定
す
る
た
め
の
決
定
的
根
拠
と
な
り
え
な
い
。
国
家
に
対
す
る
権
利
で
あ
つ

て
も
、
も
つ
ぽ
ら
一
方
当
事
者
の
利
益
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
放
棄
が
是
認
さ
れ
て
し
か
る



　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
、
か
よ
う
な
権
利
を
め
ぐ
つ
て
は
、
実
質
的
利
益
関
係
は
債
権
者
・
債
務
者
間
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
権

利
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
義
務
者
た
る
国
家
を
含
め
て
、
第
三
者
が
そ
の
有
効
性
を
攻
撃
す
る
利
益
な
い
し
資
格
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
o　

か
く
し
て
、
執
行
権
能
が
公
益
に
奉
仕
す
る
か
否
か
が
間
題
に
な
る
。

　
執
行
手
続
に
お
い
て
も
処
分
権
主
義
が
妥
当
す
る
の
で
、
執
行
を
お
こ
な
う
か
否
か
、
い
つ
、
い
か
に
執
行
を
お
こ
な
う
か
は
全
く
債
権
者
の

自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
国
家
は
、
個
々
の
執
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
か
否
か
、
い
つ
、
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
利
益
を
有
し

　
（
4
）

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
執
行
的
効
果
を
是
認
す
る
見
解
に
対
し
て
、
石
川
教
授
は
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
。
「
…
…
執
行
は
実
体
法
上
執
行

に
よ
る
実
現
の
可
能
性
の
あ
る
実
体
権
の
実
現
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
現
実
に
執
行
請
求
権
を
行
使
し
て
執
行
を
遂
行
す
る
や
否
や
は

債
権
者
の
自
由
で
あ
る
か
ら
別
間
題
と
し
て
、
執
行
に
適
す
る
実
体
権
が
存
在
す
る
以
上
そ
の
執
行
に
よ
る
実
現
の
可
能
性
は
与
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
執
行
に
適
す
る
実
体
権
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
法
上
適
法
な
執
行
権
行
使
の
可
能
性
が
全
く
排
除
さ
れ
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
執
行
請
求
権
の
行
使
は
債
権
者
の
自
由
で
あ
る
が
、
実
体
法
上
執
行
し
う
べ
き
請
求
権
の
存
在
す
る
以
上

行
為
規
範
上
債
務
者
は
債
権
者
に
対
し
て
給
付
を
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
請
求
権
行
使
の
自
由
は
あ
く
ま
で
も
、
執
行
の
可
能
性
を

前
提
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
執
行
制
度
の
か
か
る
目
的
よ
り
み
て
、
執
行
請
求
権
の
放
棄
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
（
6
）

と
考
え
る
」
、
と
。

　
し
か
し
、
執
行
手
続
上
処
分
権
主
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
現
行
法
体
系
は
実
体
上
の
権
利
の
執
行
手
続
に
よ
る
実
現
に
つ

い
て
債
権
者
に
イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
実
体
上
の
請
求
権
を
存
続
さ
せ
な
が

ら
、
具
体
的
な
執
行
権
能
の
み
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
現
行
の
執
行
制
度
の
目
的
と
抵
触
す
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
舌
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
五
八
七
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
占
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
五
八
八
）

　
た
だ
し
、
私
も
、
処
分
権
主
義
か
ら
具
体
的
な
執
行
権
能
の
放
棄
が
無
制
限
に
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
考
慮
を
要
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ

は
、
兼
子
博
士
が
、
国
家
は
個
々
の
訴
訟
の
解
決
に
つ
い
て
は
利
益
を
有
し
な
い
が
、
集
団
的
処
理
を
必
要
と
す
る
訴
訟
制
度
の
円
滑
と
能
率
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

増
進
の
た
め
、
当
事
者
の
利
益
は
あ
る
程
度
無
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
と
共
通
す
る
点
が
あ
る
。
こ
の
点
で
問
題
と

な
る
の
は
、
執
行
的
効
果
の
是
認
は
、
契
約
違
反
の
執
行
を
執
行
法
上
違
法
に
す
る
が
、
か
か
る
帰
結
は
、
執
行
制
度
の
円
滑
と
能
率
を
妨
げ
る

こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
こ
の
問
題
を
論
じ
る
。

　
（
1
）
　
加
藤
・
前
掲
判
批
・
民
訴
判
批
集
二
巻
三
四
四
頁
以
下
、
三
四
八
頁
以
下
、
三
五
三
頁
以
下
。
同
・
前
掲
判
批
・
判
民
昭
和
二
年
一
五
八
ー
一
五
九
頁
。
於
保
・
前
掲
書
七
三
頁

　
　
注
（
六
）
、
七
七
頁
。
O
①
豊
鐸
鉾
ρ
矯
ω
ψ
嵩
砂
一
鵠
男
p
一
嚇
国
巴
一
名
蒔
1
0
0
旨
ヨ
き
量
騨
勲
ρ
、
ψ
一
a
R

　
（
2
）
O
Φ
一
ダ
鉾
P
ρ
・
qゆ
ψ
鐸
嵩
ω
し
お
国
昌
・
ご
国
o
融
旨
き
9
鉾
鉾
9
ψ
貫
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
と
ボ
ー
ソ
は
、
本
文
に
記
し
た
理
由
で
、
執
行
請
求
権
の
放
棄
の

　
　
適
法
性
を
否
定
し
て
い
る
が
、
執
行
権
能
の
放
棄
は
許
容
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
（
ω
o
匡
＆
段
ヨ
巴
ぴ
勲
鉾
9
・
ω
ψ
脇
罫
8
罫
ぎ
筈
①
9
8
1
漣
」
巽
“
切
9
亭
勲
P

　
　
O
こ
ψ
8
庸
。
）

　
（
3
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
五
二
－
二
五
三
頁
。
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
三
頁
。
菊
8
仁
①
辞
9
騨
斜
9
・
ψ
一
臼
｛
乙
O
薗
三
・
P

　
　
鉾
O
亀
ω
●
器
…
＜
磯
一
、
閑
Φ
一
〇
ぽ
o
一
℃
斜
p
O
。
、
ω
．
b
o
に
い
…
国
，
9
国
①
＝
名
蒔
’
N
信
吋
ω
団
oo
冨
ヨ
鉾
詩
‘
¢
oo
O
．

　
（
4
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
五
五
頁
以
下
参
照
。
大
阪
谷
・
前
掲
判
批
七
三
六
－
七
三
七
頁
参
照
。
O
窪
一
・
勲
勲
9
・
ψ
鍵
o。・

　
（
5
）
切
o
ゲ
量
P
勲
0
4
ψ
器
h
・
…
国
ヨ
ヨ
o
べ
一
〇
F
P
P
O
‘
ω
ψ
含
O
凍
‘
似
田
h
●
馴
ω
鋒
o
F
鋭
勲
O
‘
ψ
直
8
閏
昌
●
“
ご
O
聾
一
”
勲
鉾
O
‘
ψ
器
旧
O
い
O
U
希
毘
①
罫

　
　
○
い
O
国
ω
℃
『
●
一
ω
｝
ψ
一
拐
R
な
お
、
＜
碗
一
。
ω
o
げ
賃
鱒
鉾
勲
O
亀
ω
ω
。
一
8
り
臣
愉
一
認
脳
く
の
一
。
ω
o
げ
R
い
鉾
勲
O
‘
ψ
O
刈
h
●

　
（
6
）
　
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
四
頁
。

　
（
7
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
五
五
－
二
五
六
頁
。

　
6
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
は
、
そ
の
内
容
が
債
務
名
義
中
に
留
保
さ
れ
て
い
る
か
（
か
か
る
留
保
が
可
能
で
あ
る
か
は
後
に
検
討
す
る
）
、
あ
る
い

は
書
面
に
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
格
別
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
執
行
機
関
は
契
約
の
存
在
を
認
識
し
え
な
い
。

　
か
よ
う
な
契
約
に
執
行
的
効
果
を
認
め
る
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
間
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
執
行
的
効
果
が
生
じ
れ
ば
、
契
約
に
違
反
す
る

執
行
は
執
行
法
上
違
法
と
な
る
が
、
執
行
機
関
に
認
識
し
え
な
い
事
由
に
基
づ
い
て
執
行
が
違
法
に
な
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
あ
り
う
る
か
、
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
消
極
的
に
解
す
る
こ
と
を
、
執
行
的
効
果
の
否
定
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
学
説
は
多
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
斎
藤
教
授
お
よ
び
ラ
ー
ツ
は
、
こ
の
点
は
執
行
的
効
果
の
否
定
の
た
め
の
決
定
的
論
拠
た
り
え
な
い
と
主
張
さ
れ
る
（
結
論
と

し
て
は
執
行
的
効
果
を
否
定
さ
れ
る
が
）
。
そ
の
根
拠
は
、
債
権
者
が
手
中
に
あ
る
債
務
名
義
の
数
通
を
奇
貨
と
し
て
同
時
執
行
に
お
よ
ん
だ
場
合
、

執
行
機
関
は
そ
の
堰
疵
を
認
識
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
に
認
め
ら
れ
る
救
済
は
方
法
異
議
（
違
法
執
行
か
ら
の
救
済
）
で
あ
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た
が
つ
て
執
行
機
関
が
当
該
蝦
疵
を
認
識
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
執
行
的
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
執
行
正
本
が
複
数
存
在
す
る
い
じ
よ
う
、
同
時
執
行
も
違
法
と
は
い
え
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
む
し
ろ
「
執
行
文
付
与
そ
の
も
の
は
一
種
の
行
政
行
為
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
同
時
執
行
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
に
執
行
文
付
与
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

対
す
る
異
議
又
は
異
議
の
訴
に
よ
る
救
済
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
複
数
の
名
義
を
奇
貨
と
す
る
執
行
を
執
行
排
除
・
制
限
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
手
段
の
決
定
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
援

用
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
な
お
、
執
行
機
関
に
認
識
し
え
な
い
こ
と
を
事
由
と
し
て
、
強
制
執
行
が
執
行
法
上
違
法
に
な
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
執
行
機
関
に
認
識
し
え
な
い
事
由
に
よ
つ
て
執
行
が
執
行
法
上
違
法
に
な
る
、
と
帰
結
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
念
の
基
礎
に
は
、
い
く
つ
か
の

相
互
に
関
連
す
る
危
惧
が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
第
一
に
以
下
の
危
惧
が
あ
る
。
執
行
法
は
一
定
の
要
件
を
掲
げ
、
執
行
が
そ
れ
を
具
備
し
て
い
れ
ば
そ
の
執
行
を
適
法
視
す
る
た
て
ま
え
を
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

つ
て
い
る
。
こ
れ
は
執
行
の
「
外
観
主
義
」
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
執
行
の
迅
速
化
の
た
め
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
執
行
機
関
は
、

執
行
法
が
規
定
す
る
要
件
の
み
を
審
査
し
て
執
行
手
続
を
進
め
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
点
を
審
査
す
る
負
担
を
負
つ
て
い
な
い
、
む
し
ろ
審

査
す
る
権
限
が
な
い
。
執
行
的
効
果
の
是
認
は
こ
の
外
観
主
義
と
矛
盾
し
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。

　
執
行
的
効
果
を
是
認
し
て
、
契
約
違
反
の
執
行
を
執
行
法
上
違
法
と
評
価
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
外
観
主
義
に
抵
触
す
る
。
し
か
し
執
行
法

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
五
八
九
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
（
五
，
九
〇
）

の
外
観
主
義
も
合
目
的
的
考
慮
の
所
産
で
あ
つ
て
、
絶
対
的
妥
当
性
を
も
ち
う
る
も
の
で
は
な
い
。
執
行
法
が
外
観
主
義
を
採
用
し
て
い
る
目
的

は
、
手
続
の
迅
速
化
の
要
請
を
達
す
る
こ
と
に
あ
る
。
手
続
の
迅
速
性
は
も
と
よ
り
公
益
に
も
奉
仕
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
債
権
者
の
利
益
に
奉
仕

す
る
と
こ
ろ
が
よ
り
大
き
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
債
権
者
自
身
が
外
観
主
義
に
よ
る
迅
速
性
の
利
益
を
放
棄
し
た
場
合

に
は
、
外
観
主
義
の
要
請
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
第
一
の
危
惧
と
同
じ
基
盤
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
執
行
機
関
に
認
識
し
え
な
い
事
由
に
よ
り
執
行
が
執
行
法
上
違
法
と
な
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
を
認
め
る
と
、
国
家
は
不
当
に
国
家
賠
償
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
危
惧
が
あ
る
。
同
時
に
、
執
行
機
関
は
、
違
法
執
行
を
お
こ
な
う

こ
と
を
恐
れ
て
、
執
行
の
追
行
を
躊
躇
し
が
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
も
あ
り
う
る
。

　
し
か
し
こ
の
危
惧
は
杞
憂
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
理
由
は
一
つ
に
は
、
執
行
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
場
合
の
違
法
と
、
国
家
賠
償
の
原
因
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

違
法
と
が
同
一
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
公
務
員
に
故
意
ま
た
は

過
失
が
あ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
が
（
国
家
賠
償
法
一
条
｝
項
）
、
契
約
違
反
の
執
行
を
お
こ
な
つ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
故
意
・
過
失
は
認
定

さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
そ
の
理
由
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
執
行
機
関
の
前
述
の
躊
躇
も
合
理
的
な
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
執
行
的
効
果
を
認
め
、
契
約
違
反
の
執
行
を
違
法
執
行
と
解
す
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
は
方
法
異
議
（
民
訴
五
四
四
条
）
に
よ
る

べ
き
こ
と
に
な
る
が
（
た
だ
し
即
時
抗
告
に
よ
る
救
済
も
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
簡
略
に
私
見
を
述
べ
る
）
、
そ
れ
が
か
よ
う
な
場
合
の

救
済
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
、
と
い
う
危
惧
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
救
済
は
異
議
手
続
に
よ
ら
し
め
る
よ
り
も
、
訴
訟
手
続
た
る
請
求
異
議
訴
訟

に
よ
ら
し
め
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
、
目
的
論
的
考
慮
か
ら
、
方
法
異
議
に
よ
る
救
済
が
、
ひ
い
て
執
行
的
効
果
の
是
認
が
疑
問
視
さ
れ
る
の

　
（
7
）

で
あ
る
。
な
お
、
判
決
手
続
上
の
訴
訟
契
約
に
お
い
て
は
、
契
約
に
い
か
な
る
効
果
を
帰
せ
し
め
る
に
せ
よ
、
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
は
訴
訟

裁
判
所
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
別
訴
に
よ
り
求
め
る
か
、
係
属
中
の
手
続
内
で
求
め
る
か
の
違
い
は
生
じ
う
る
が
）
、
こ
の
点
は
問
題
に

な
ら
な
い
。
執
行
契
約
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
効
果
が
認
め
ら
れ
る
か
で
、
救
済
を
求
め
る
先
と
そ
の
手
続
が
異
な
り
う
る
（
受
訴
裁
判
所
か
執



行
裁
判
所
か
、
訴
訟
手
続
か
異
議
手
続
か
）
。
か
よ
う
に
、
執
行
契
約
は
判
決
手
続
上
の
訴
訟
契
約
に
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
両
者
に
異
な

る
効
果
を
帰
せ
し
め
る
見
解
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
見
解
に
自
家
撞
着
が
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
た
し
か
に
、
現
実
に
執
行
排
除
・
制
限
契
約
を
め
ぐ
る
争
い
が
生
じ
る
場
合
の
多
く
に
お
い
て
は
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
か
否
か
、

と
い
う
こ
と
自
体
が
争
点
と
な
り
、
そ
の
解
明
に
は
口
頭
弁
論
が
必
要
と
な
る
。
口
頭
弁
論
や
審
訊
は
異
議
手
続
で
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

来
口
頭
弁
論
を
必
要
的
と
す
る
訴
訟
手
続
の
方
が
、
よ
り
適
切
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
方
法
異
議
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
こ
と
に
対
す
る
疑
念
に

は
一
応
理
由
が
あ
る
。

　
し
か
し
私
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
契
約
に
執
行
的
効
果
を
認
め
た
と
し
て
も
、
救
済
を
訴
訟
手
続
に
よ
ら
し
め
る
、
と
い
う
結
論
に
い
た
る
理

論
構
成
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
本
稿
「
四
・
㈹
」
）
。
も
し
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
救
済
方
法
に
関
す
る
考
慮
は
執
行
的
効
果
否
定
の

た
め
の
決
定
的
論
拠
た
り
え
な
い
。

　
（
1
）
　
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
五
f
一
八
六
頁
（
た
だ
し
、
同
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
二
〇
頁
参
照
）
。
中
野
・
前
掲
執
行
方
法
の
異
議
一
六
頁
。
同
・
前
掲
請
求

　
　
異
議
訴
訟
の
訴
訟
物
一
四
頁
。
前
掲
注
解
強
制
執
行
法
O
O
三
八
七
頁
（
川
上
）
。
ま
た
、
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
二
九
一
頁
も
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
。
○
‘
ω
●
謡
h
。

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
五
三
ー
一
〇
五
四
頁
。
図
き
箪
騨

石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
六
頁
。

兼
子
「
増
補
強
制
執
行
法
」
六
頁
以
下
参
照
。

兼
子
・
前
掲
書
二
四
頁
参
照
、
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

石
川
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
二
〇
頁
。

前
掲
注
解
強
制
執
行
法
ω
三
八
七
頁
（
川
上
）
。
〈
笹
・
ω
9
ロ
堕
”
・
勲
ρ
・
ψ

ω
O
げ
賃
叩
”
●
評
O
こ
ψ
る
一
．

一
8
い
脳
く
笹
●
ω
O
げ
Φ
『
い
勲
騨
○
・
”
ψ
一
〇
“
融
．

7

前
述
の
よ
う
に
、
訴
訟
契
約
に
お
い
て
当
事
者
の
意
思
決
定
の
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
否
か
の
判
断
基
準
と
し
て
、

執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三

効
果
の
予
見
可

（
五
九
一
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
」
　
　
（
五
九
二
）

能
性
と
、
効
果
の
重
大
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
竹
下
教
授
は
、
執
行
契
約
の
適
法
性
は
両
者
の
い
ず
れ
か
ら
も
問
題
に
な
ら
な
い
と
解
し
て
お

　
（
1
）

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
石
川
教
授
は
、
不
執
行
の
合
意
に
お
い
て
予
見
可
能
性
は
あ
る
が
、
効
果
の
重
大
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ

　
　
　
　
　
（
2
）

る
と
反
論
さ
れ
る
。

　
既
述
の
ご
と
く
、
効
果
の
重
大
性
は
訴
訟
契
約
一
般
に
お
い
て
適
法
性
の
基
準
と
な
る
（
本
稿
「
二
・
㈲
・
3
」
）
。
し
か
し
、
契
約
に
よ
り
執
行

が
排
除
・
制
限
さ
れ
て
も
、
実
体
権
自
体
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
債
務
者
の
任
意
の
弁
済
を
受
領
す
る
権
限
を
、

債
権
者
は
失
わ
な
い
。
ま
た
、
債
務
者
が
履
行
を
怠
れ
ぽ
、
彼
は
債
務
不
履
行
に
陥
る
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
効
果
の
重
大
性
に
よ
り
執
行
的
効
果
を
否
定
す
る

こ
と
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。

　
（
1
）
　
竹
ド
・
前
掲
論
文
e
五
八
－
五
九
頁
。

　
（
2
）
　
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
八
五
頁
。

　
8
　
以
上
（
『
4
－
7
」
）
に
お
い
て
は
、
執
行
的
効
果
を
否
定
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
る
根
拠
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
執
行
的
効
果
の
否
定
の
た
め
の
決
定
的
論
拠
と
な
り
え
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
他
方
、
契
約
締
結
に
際
し
、
い
か
な
る
表
現
が
用
い
ら
れ
る
か
は
個
々
の
場
合
で
異
な
ろ
う
が
、
通
常
は
、
「
A
は
B
に
対
し
て
有
す
る
…
…
の

債
権
（
あ
る
い
は
名
義
）
に
基
づ
く
強
制
執
行
を
（
某
年
某
月
某
日
ま
で
）
一
切
お
こ
な
わ
な
い
」
、
「
…
…
に
基
づ
ぎ
、
B
の
財
産
中
・
．
・
…
は
差
押
え

な
い
」
、
「
…
…
に
基
づ
き
差
押
え
は
す
る
が
、
換
価
は
し
な
い
」
、
「
…
…
に
基
づ
き
強
制
管
理
は
す
る
が
、
強
制
競
売
は
し
な
い
」
、
な
い
し
右

に
類
似
の
表
示
が
な
さ
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
か
よ
う
な
表
示
の
解
釈
と
し
て
は
、
通
常
は
直
接
執
行
手
続
に
お
よ
ぶ
効
果
が
意
欲
さ
れ
て
い
る
と

解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
単
に
文
言
上
の
意
味
と
い
う
観
点
の
み
な
ら
ず
、
他
の
効
果
、
な
か
ん
ず
く
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
と
比
較
し
て
も
執

行
的
効
果
が
意
欲
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
（
「
㊨
・
2
」
）
。

　
要
す
る
に
、
執
行
的
効
果
の
適
法
性
を
否
定
す
べ
き
根
拠
は
な
く
、
か
つ
当
事
者
は
原
則
と
し
て
執
行
的
効
果
を
意
欲
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ



る
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
か
ら
は
原
則
と
し
て
執
行
的
効
果
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
9
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
執
行
的
効
果
に
つ
い
て
は
な
お
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
第
一
に
、
最
近
、
訴
訟
的
効
果
を
訴
訟
上
の
処
分
的
（
変
動
的
）
効
果
と
義
務
付
け
的
効
果
と
に
分
け
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

契
約
の
効
果
に
つ
い
て
も
観
念
的
に
は
右
の
二
種
の
効
果
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
後
者
の
み
を
適
法
と
認
め
る
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
い
て
は
前
者
も
適
法
と
み
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
事
者
は
、
右
の
い
ず
れ
を
意
欲

し
て
い
る
か
を
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
明
示
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
契
約
は
い
ず
れ
の
効
果
を
惹
起
す
る
か
、
あ
る
い
は
両
効
果

を
惹
起
す
る
か
が
、
間
題
に
な
る
。
通
常
、
債
務
者
は
よ
り
強
い
効
果
で
あ
る
執
行
（
訴
訟
）
上
の
処
分
的
効
果
を
意
欲
す
る
が
、
債
権
者
は
義
務

付
け
的
効
果
を
意
欲
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
の
推
測
が
な
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
当
事
者
間
の
意
思
の
合
致
が
な
き
が
ゆ

え
に
契
約
は
不
成
立
な
い
し
無
効
で
あ
る
と
し
た
の
で
は
、
契
約
締
結
の
趣
旨
が
い
か
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
場
合
に
は
、
当
事
者
は
債

務
者
の
地
位
の
強
化
を
意
図
し
て
、
契
約
を
締
結
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
処
分
的
効
果
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
義
務
付
け
的
効
果
の
発
生
を
認
め
る
こ
と
は
不
要
と
な
ろ
う
。
も
つ
と
も
、
右
の
い
ず

れ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
か
に
よ
り
、
実
務
上
、
と
く
に
契
約
違
反
の
執
行
に
対
し
て
債
務
者
が
と
り
う
る
救
済
手
段
に
つ
い
て
大
き
な
相
違
は

生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
右
の
い
ず
れ
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
契
約
違
反
の
執
行
は
執
行
法
上
違
法
と
な
る
か
ら
で
あ
る

（
契
約
違
反
に
対
す
る
債
務
者
の
救
済
方
法
い
か
ん
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
す
る
ー
本
稿
「
四
・
㈹
」
）
。

　
第
二
に
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
が
執
行
的
効
果
を
有
す
る
の
は
、
契
約
内
容
が
名
義
に
留
保
さ
れ
、
あ
る
い
は
書
面
に
表
示
さ
れ
た
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

限
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
場
合
に
も
契
約
は
執
行
的
効
果
を
有
す
る
。

　
第
三
に
、
執
行
排
除
契
約
・
対
象
的
執
行
制
度
契
約
の
み
な
ら
ず
、
執
行
方
法
の
制
限
契
約
（
例
え
ば
、
強
制
管
理
の
み
を
お
こ
な
い
、
競
売
に
よ

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
五
九
三
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
五
九
四
）

る
換
価
は
お
こ
な
わ
な
い
と
の
契
約
、
ド
イ
ッ
法
上
の
開
示
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
の
申
立
は
お
こ
な
わ
な
い
と
の
契
約
）
も
、
と
も
に
執
行
的
効
果
を
惹
起
す

る
。
後
者
は
執
行
的
効
果
を
惹
起
す
る
が
、
前
者
は
責
任
に
関
す
る
契
約
、
な
い
し
免
除
・
猶
予
で
あ
る
と
の
構
成
も
考
え
ら
れ
る
し
、
実
際

す
で
に
紹
介
し
た
学
説
の
な
か
に
は
（
本
稿
「
ご
）
、
か
よ
う
な
区
別
を
お
こ
な
う
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
す
で
に
論
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

前
者
に
お
い
て
も
執
行
的
効
果
を
認
め
う
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
区
別
は
お
こ
な
わ
な
い
。
逆
に
、
方
法
の
制
限
に
つ
い
て
も
、
実
体
法
上
そ

の
権
利
実
現
の
方
法
が
制
約
を
受
け
て
い
る
、
と
理
論
構
成
す
る
余
地
も
あ
り
、
し
た
が
つ
て
執
行
方
法
を
制
限
す
る
契
約
も
実
体
法
上
の
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
一
種
と
解
す
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
現
に
シ
ェ
ル
フ
は
、
強
制
執
行
の
手
段
の
選
択
は
実
体
権
が
規
定
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
国
●
一
●
国
o
＝
≦
一
〇
q
噛
N
β
『
ω
団
ω
器
日
緯
篤
；
9
8
中

　
（
2
）
ω
畠
轟
矯
騨
鉾
O
こ
ω
」
刈
oo
律
一
霧
げ
鐸
ω
」
o
。
刈
h
…
O
雲
一
も
。
勲
9
ω
ω
。
鍵
S
認
◎
…
国
●
い
缶
①
＝
名
茜
臼
閃
一
S
b
o
噛
φ
一
鍔

　
（
3
）
　
石
川
教
授
は
、
契
約
が
名
義
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
も
し
く
は
契
約
内
容
を
表
示
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
か
ら
執
行
的
効
果
が
発
生
す
る
と
主

　
　
張
し
て
お
ら
れ
る
（
石
川
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
一
五
頁
以
下
）
。

　
（
4
）
　
ω
O
げ
R
い
”
●
帥
．
O
昌
ψ
留
・

四
　
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
（
契
約
の
主
張
方
法
）

　
　
　

　
　
－
　
考
え
ら
れ
る
救
済
・
主
張
方
法

　
　
（

　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
違
反
す
る
執
行
を
債
権
者
が
お
こ
な
つ
た
場
合
、

従
来
の
学
説
・
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
損
害
賠
償
請
求
の
訴
（
他
の
救
済
を
認
め
な
い
）

　
　
給
付
の
訴
（
不
作
為
の
訴
な
い
し
原
状
回
復
の
訴
）

　
　
契
約
関
係
の
確
認
の
訴

債
務
者
が
と
り
う
る
救
済
手
段
な
い
し
契
約
の
主
張
方
法
と
し
て



執
行
文
付
与
に
対
す
る
債
務
者
の
異
議
な
い
し
異
議
の
訴

即
時
抗
告

方
法
異
議

方
法
異
議
の
類
推

請
求
異
議
の
訴

請
求
異
議
の
訴
の
準
用
な
い
し
類
推

第
三
者
異
議
の
訴
の
類
推

　
右
の
ほ
か
、
こ
こ
に
挙
げ
た
救
済
の
何
種
類
か
を
組
み
合
わ
せ
て
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
に
も
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

る
。
こ
れ
は
通
例
契
約
の
効
果
に
関
し
て
何
種
類
か
の
効
果
の
組
み
合
わ
せ
を
認
め
る
各
種
の
見
解
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
各
学
説
・
判
例
が
い
か
な
る
救
済
を
認
め
る
か
は
す
で
に
紹
介
し
て
あ
る
（
本
稿
二
」
）
。

　
　
　

　
　
二
　
損
害
賠
償
請
求
の
訴

　
　
（

　
契
約
違
反
の
執
行
を
阻
止
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
救
済
を
認
め
る
論
者
の
多
く
は
、
す
で
に
執
行
が
な
さ
れ
た
後
の
事
後
的
救
済
と
し
て
損
害

賠
償
請
求
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
か
よ
う
に
他
に
救
済
を
認
め
た
う
え
で
、
損
害
賠
償
請
求
を
第
二
次
的
に
認
め
る

見
解
で
は
な
く
、
救
済
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
み
を
認
め
る
見
解
の
是
非
で
あ
る
。

　
こ
の
見
解
の
基
礎
に
は
便
宜
訴
訟
の
禁
止
の
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
首
肯
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た

（
本
稿
「
二
・
㊨
．
2
」
）
。
さ
ら
に
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
だ
け
で
は
債
務
者
の
救
済
と
し
て
も
不
充
分
で
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
契

約
違
反
者
が
無
資
力
な
場
合
、
執
務
者
の
救
済
に
何
ら
役
立
た
な
い
。
ま
た
、
契
約
に
よ
り
執
行
の
対
象
か
ら
除
か
れ
た
物
が
美
術
品
・
骨
董
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
ご
と
く
代
替
し
え
な
い
価
値
を
有
す
る
場
合
、
損
害
賠
償
に
よ
つ
て
は
債
務
者
の
損
失
を
填
補
し
え
な
い
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
五
九
五
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
五
九
六
）

　
（
1
）
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
九
一
頁
（
二
七
一
ー
二
七
二
頁
参
照
）
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
五
九
頁
・
竹
下
・
前
掲
論
文
⇔
二
七
頁
、
二

　
　
九
頁
注
（
B
）
。
近
藤
・
前
掲
書
二
三
八
ー
二
三
九
頁
。
ピ
塁
ρ
勲
勲
ρ
｝
ψ
①
お
“
国
還
箪
即
。
勲
ρ
噛
ψ
3
●
飯
田
簡
裁
判
昭
和
三
三
年
八
月
二
三
日
判
タ
八
三
号
七
六
頁

　
　
の
判
決
理
由
。

　
　
　

　
　
三
　
給
付
の
訴

　
　
（

　
給
付
の
訴
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
見
解
の
基
礎
に
も
や
は
り
便
宜
訴
訟
の
禁
止
の
考
え
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
首
肯
し
え
な
い
。

　
ま
た
、
給
付
の
訴
を
認
め
る
見
解
の
う
ち
、
不
作
為
の
訴
を
認
め
る
見
解
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
よ
る
と
将
来
お
こ
な
わ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

執
行
に
は
対
処
し
う
る
が
、
す
で
に
着
手
さ
れ
た
執
行
に
は
対
処
し
え
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
こ
の
批
判
は
正
当
で
あ
る
。

　
他
方
、
原
状
回
復
の
訴
、
す
な
わ
ち
、
執
行
の
申
立
の
取
下
げ
、
差
押
の
解
除
、
差
押
え
ら
れ
た
物
の
取
戻
し
の
訴
を
認
め
る
見
解
は
、
こ
の

批
判
を
回
避
し
う
る
か
に
み
え
る
。

　
し
か
し
、
原
状
回
復
の
訴
に
よ
る
に
し
ろ
、
不
作
為
の
訴
に
よ
る
に
し
ろ
、
給
付
の
訴
に
よ
つ
た
の
で
は
契
約
違
反
の
執
行
に
直
接
対
処
で
き

な
い
。
そ
の
理
由
は
、
債
務
者
は
た
と
え
勝
訴
判
決
を
得
て
も
、
そ
れ
は
債
権
者
に
一
定
の
作
為
な
い
し
不
作
為
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
執

行
機
関
を
名
宛
人
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
執
行
手
続
に
直
接
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
給

付
判
決
は
、
方
法
異
議
を
容
れ
る
決
定
お
よ
び
請
求
異
議
の
訴
・
第
三
者
異
議
の
請
求
認
容
判
決
が
、
そ
の
正
本
の
提
出
に
よ
り
、
執
行
を
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
停
止
な
い
し
制
限
す
る
（
民
訴
五
五
〇
条
一
号
）
の
と
異
な
る
。
あ
る
い
は
、
給
付
判
決
の
正
本
を
民
訴
五
五
〇
条
一
号
の
「
強
制
執
行
ヲ
許
サ

ス
ト
シ
テ
宣
言
」
し
た
裁
判
そ
の
も
の
と
み
な
せ
な
く
と
も
、
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
み
て
、
同
号
を
類
推
な
い
し
準
用
し
う
る
と
考
え
る
余
地

は
、
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
類
推
な
い
し
準
用
は
、
他
に
適
当
な
救
済
の
な
い
場
合
に
限
り
可
能
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ

ば
、
後
述
の
ご
と
く
よ
り
適
切
な
救
済
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
右
の
類
推
な
い
し
準
用
に
ょ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。
結
局
、
給
付
判
決
が
確
定
し



て
も
、
債
権
者
が
そ
れ
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
、
債
務
者
は
判
決
に
基
づ
く
執
行
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

決
が
迂
遠
で
あ
る
。
ま
た
い
か
な
る
執
行
方
法
を
と
り
う
る
か
も
、
疑
問
と
し
て
残
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
さ
ら
に
、
給
付
の
訴
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
論
者
は
、
応
急
の
措
置
と
し
て
仮
処
分
に
よ
り
執
行
を
停
止
し
う
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か

し
、
前
述
の
ご
と
く
、
本
訴
に
お
い
て
直
接
に
執
行
手
続
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
え
な
い
と
す
れ
ぽ
、
仮
処
分
で
執
行
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
請
求
異
議
の
訴
な
い
し
方
法
異
議
に
よ
る
救
済
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
後
述
の
ご
と
く
、
執
行
の

仮
の
停
止
が
可
能
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
給
付
の
訴
に
よ
る
救
済
は
債
務
者
の
救
済
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
救
済
は
他
に
執
行
手
続
内
の
救
済
が
考
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
の
み
、
問
題
と
な
り
う
る
。

　
（
1
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
九
一
頁
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
六
〇
i
一
〇
六
一
頁
。
閃
き
9
p
鉾
ρ
噂
ψ
①
ご
ω
9
q
堕
勲
勲

　
　
○
●
噛
ψ
一
一
ω
い

　
（
2
）
　
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
六
〇
1
一
〇
六
一
頁
。
菊
呂
貫
p
騨
○
‘
oD
』
ご
ω
o
げ
＝
騨
”
’
”
’
9
燭
ω
」
一
段
乙
9
0
冒
山
8
霧
ー
竃
¢
自
げ
o
お
、
鐸
曽
。

　
　
○
も
伽
刈
8
目
一
．

　
（
3
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
七
一
頁
、
二
九
一
頁
。
竹
下
・
前
掲
論
文
口
二
七
頁
、
二
九
－
三
〇
頁
注
（
13
）
。
ω
8
ぎ
↓
8
器
－
匡
ご
自
ぴ
R
堕
”
●
”
’
9
噛

　
　
㎝
『
8
一
一
ド

　
（
4
）
　
＝
o
自
日
四
昌
9
費
騨
O
る
ψ
胃
“
閃
o
ρ
偉
Φ
9
ρ
勲
騨
○
も
ψ
嵩
㎝
い
…
U
”
o
屏
名
①
＝
①
び
一
≦
這
罐
愉
もD
’
に
㎝
9
た
だ
し
、
ト
ー
マ
ス
”
プ
ッ
ツ
オ
の
コ
ソ
メ
ン
タ
ー
ル
の

　
　
第
六
版
は
、
救
済
と
し
て
給
付
の
訴
を
認
め
な
が
ら
、
応
急
の
措
置
と
し
て
は
仮
処
分
で
な
く
、
仮
の
処
分
を
認
め
て
い
る
（
↓
ぎ
ヨ
器
竜
暮
8
N
勺
O
ρ
》
仁
b
あ
刈
ま
δ
。

　
（
5
）
　
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
九
一
頁
。
同
・
前
掲
増
補
強
制
執
行
法
三
二
五
頁
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
六
一
頁
、
一
〇
六
四
頁
注
（
一

　
　
九
）
。
竹
下
・
前
掲
論
文
口
三
〇
頁
注
（
B
）
。
閃
き
旦
斜
費
ρ
一
ψ
①
oo
律

　
（
6
）
　
団
仁
8
F
勲
勲
○
‘
OD
’
ω
O
o
o
閏
戸
ω
9

　
　
　

　
　
四
　
確
認
の
訴

　
　
（

　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
か
ら
発
生
す
る
契
約
関
係
の
確
認
の
訴
の
利
益
は
、
他
に
執
行
を
阻
止
す
る
よ
り
直
接
的
方
法
が
あ
る
場
合
に
は
否
定

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
五
九
七
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
五
九
八
）

さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
体
上
の
権
利
関
係
に
関
す
る
争
い
が
係
属
中
で
あ
れ
ば
、
後
述
の
ご
と
く
、
債
務
者
は
、
当
該
訴
訟
で
契
約
の
存
在
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

主
張
す
る
こ
と
に
ょ
り
名
義
に
契
約
内
容
を
留
保
さ
せ
う
る
か
ら
、
確
認
の
利
益
は
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
債
権
者
が
契
約
に
違
反
し
て
執
行
を

開
始
し
た
後
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
直
接
執
行
を
阻
止
し
う
る
方
法
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
確
認
の
利
益
は
否
定
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
名
義
成
立
後
で
、
債
権
者
が
い
ま
だ
執
行
を
開
始
し
て
は
い
な
い
が
、
客
観
的
に
み
て
そ
の
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、
確
認
の
利
益

　
　
　
　
　
（
2
）

は
肯
定
さ
れ
よ
う
。
債
務
者
は
こ
の
場
合
確
認
の
訴
を
提
起
し
う
る
。

　
（
1
）
＜
筑
一
●
昂
い
閏
巴
ξ
蒔
一
N
震
ω
蜜
ω
8
日
舞
一
r
ψ
一
曽
い

　
（
2
）
ω
8
ぎ
ー
一
〇
臣
9
四
●
騨
O
‘
㈱
『
8
目
一
嚇
く
閃
一
。
ω
9
震
い
ρ
P
O
こ
9
一
〇
渓
’

　
　
　

　
　
五
　
執
行
文
付
与
に
対
す
る
債
務
者
の
異
議
お
よ
び
異
議
の
訴

　
　
（

　
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
（
民
訴
五
一
三
条
）
に
お
け
る
異
議
事
由
は
、
付
与
機
関
が
付
与
に
際
し
そ
の
存
在
を
調
査
・
判
断
す
ぺ
き
事
項
の

　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

欠
敏
で
あ
る
。
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
存
在
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
か
ら
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
に
よ
る
救
済
は
否
定
さ
れ
る
。
執
行

文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
（
民
訴
五
四
六
条
）
は
、
第
一
に
執
行
文
付
与
の
実
体
的
要
件
の
う
ち
、
名
義
に
表
示
さ
れ
か
つ
債
権
者
が
挙
証
責
任

を
負
う
請
求
権
行
使
の
条
件
の
成
就
（
民
訴
五
一
八
条
二
項
）
を
争
う
場
合
に
、
第
二
に
承
継
そ
の
他
の
執
行
適
格
に
関
す
る
事
項
（
民
訴
五
一
九
条
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

を
争
う
場
合
に
、
認
め
ら
れ
る
。
執
行
排
除
・
制
限
契
約
は
右
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
の
で
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
に
よ
る
救

済
も
否
定
さ
れ
る
。

　
（
1
）
　
「
実
務
法
律
大
系
　
強
制
執
行
・
競
売
」
一
二
八
頁
（
石
川
）
。

　
（
2
）
ω
冒
冨
旨
9
鋭
費
O
‘
ω
●
腿
8
顎
閑
き
貫
”
●
勲
O
‘
ω
。
詔
凱
ω
魯
o
氏
℃
”
・
卑
○
‘
Oo
し
8
．

　
（
3
）
　
前
掲
強
制
執
行
・
競
売
二
三
頁
（
石
川
）
。

　
　
　

　
　
六
　
方
法
異
議
・
即
時
抗
告
・
請
求
異
議
の
訴
・
第
三
者
異
議
の
訴
お
よ
び
そ
れ
ら
の
類
推
－
ー
そ
の
一
i

　
　
（



　
1
　
以
下
で
は
標
題
に
掲
げ
た
各
種
の
救
済
方
法
の
許
否
を
検
討
す
る
。
救
済
方
法
の
決
定
に
と
つ
て
は
、
な
か
ん
ず
く
従
来
の
演
繹
的
方
法

論
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
効
果
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
私
自
身
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
か
よ
う
な
方
法
論
の
み
か
ら
結
論
を

出
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
契
約
の
各
種
の
効
果
ご
と
に
論
述
を
進
め
て
い
く
。

　
2
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
か
ら
私
法
上
の
不
作
為
の
義
務
付
け
的
効
果
が
発
生
す
る
と
解
し
つ
つ
、
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
と
し
て
請
求

異
議
の
訴
の
類
推
、
準
用
な
い
し
直
接
の
適
用
を
認
め
る
見
解
は
、
そ
の
結
論
は
一
応
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
理
論
構
成
に
問
題
が
あ
る
の
で

（
本
稿
「
二
・
㊨
・
2
」
）
、
こ
れ
を
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
す
。

　
3
　
執
行
契
約
が
債
権
の
免
除
・
猶
予
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
場
合
ー
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
則
的
な
場
合
で
は
な
い
が
ー
、
救
済

方
法
が
請
求
異
議
の
訴
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
異
論
は
な
か
ろ
う
。
名
義
が
判
決
で
あ
り
、
契
約
が
既
判
力
の
基
準
時
前
に
締
結
さ
れ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
は
、
民
訴
五
四
五
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
。
債
務
者
は
訴
訟
係
属
中
に
契
約
の
存
在
を
主
張
し
て
、
契
約
の
効
果
を
判
決
に
影
響
さ
せ
て
お
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
契
約
締
結
時
と
既
判
力
の
基
準
時
の
先
後
に
よ
り
、
契
約
に
異
な
る
効
果
が
帰
す
る
と
い
う
見
解
の
基
礎
に

は
、
契
約
の
締
結
が
基
準
時
前
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
主
張
の
可
能
性
を
残
し
て
お
こ
う
と
い
う
、
配
慮
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
ω
o
プ
α
β
犀
？
田
9
q
ひ
糞
P
ρ
｝
伽
“
目
国
”
嚇
ω
冨
ぼ
山
o
昌
霧
－
鼠
9
ロ
国
ご
㊦
賊
幹
勲
騨
ρ
・
＜
一
①
〈
舞
㈱
『
9
・
㈱
9
額
昌
ド
た
だ
し
、
〈
磯
一
国
①
＝
名
凝
1
0
0
旨
旨
螢
β
9

　
　
騨
費
O
る
ψ
一
温
閏
P
8
“
〈
西
一
●
国
麟
吋
o
ぎ
”
●
m
。
O
‘
ω
●
合
一
排

　
（
2
）
　
す
で
に
紹
介
し
た
（
本
稿
二
』
）
、
ダ
ッ
ク
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
の
論
文
お
よ
び
シ
ェ
ン
ケ
“
バ
ウ
ア
ー
の
体
系
書
が
と
る
見
解
で
あ
る
。

　
4
　
契
約
が
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
を
惹
起
す
る
、
と
の
見
解
を
主
張
す
る
論
者
の
多
く
は
、
救
済
方
法
は
請
求
異
議
の
訴
な
い
し
第
三
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

異
議
の
訴
（
の
類
推
）
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
い
た
つ
て
い
る
が
、
方
法
異
議
を
認
め
る
者
も
あ
る
。
最
後
の
見
解
は
、
責
任
が
訴
訟
法
上
の
領
域

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
ウ
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
五
九
九
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
六
〇
〇
）

に
属
す
る
と
の
前
提
に
立
つ
て
、
は
じ
め
て
な
り
た
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
述
の
ご
と
く
私
は
こ
の
立
場
を
採
ら
な
い
（
本
稿
「
三
．

⑳
・
三
）
か
ら
、
最
後
の
見
解
は
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
す
。

　
責
任
が
実
体
法
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
解
す
れ
ば
、
債
務
老
の
責
任
外
の
財
産
へ
の
執
行
に
対
す
る
債
務
者
の
救
済
と
し
て
は
請
求
異
議
の

訴
が
是
認
さ
れ
る
。

　
他
方
、
「
第
三
者
異
議
の
必
要
は
、
執
行
が
本
来
は
債
務
者
の
責
任
財
産
に
対
し
て
の
み
行
な
わ
る
べ
き
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
執
行
手
続

に
お
い
て
執
行
機
関
は
目
的
物
が
債
務
者
の
責
任
財
産
に
属
す
る
か
ど
う
か
の
実
質
的
審
査
を
行
な
わ
ず
、
債
務
者
の
所
持
（
有
体
動
産
執
行
の
場

合
、
五
六
六
条
）
、
債
権
者
の
開
示
（
権
利
執
行
の
場
合
、
五
九
六
条
・
五
九
七
条
）
、
登
記
も
し
く
は
証
明
書
（
不
動
産
執
行
・
船
舶
執
行
の
場
合
、
六
四

三
条
、
七
〇
六
条
、
七
二
〇
条
）
、
と
い
う
よ
う
な
外
観
的
徴
表
を
基
準
と
し
て
執
行
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
…
…
か
く
て
は
債
務
者
の

責
任
財
産
に
属
し
な
い
も
の
が
執
行
を
受
け
る
こ
と
も
真
実
あ
り
う
べ
き
で
あ
り
、
さ
よ
う
な
場
合
に
は
自
己
の
財
産
を
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

害
関
係
人
は
執
行
に
対
し
て
横
槍
を
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
異
議
の
訴
は
、
責
任
排
除
・
制
限
契
約
に
よ
り
債
務
者
の
責
任
の
範
園
外
に
置
か
れ
た
財
産
へ
の
執
行
に
対

す
る
救
済
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
学
説
・
判
例
中
に
は
、
相
続
の
限
定
承
認
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
人
の
固
有
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

産
に
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
の
、
相
続
人
の
救
済
と
し
て
第
三
者
異
議
の
訴
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
が
、
責
任
排
除
・
制
限
契
約
の
違
反
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
首
肯
し
う
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
債
務
者
に
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
る
救
済
を
許
す
こ
と
は
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
訴
を
規
定
す
る
民
訴
五
四
九
条
一
項
の
「
第
三
者
力
…
…
権
利
ヲ
主
張
ス
ル
ト
キ
ハ
…
…
」
と
の
文
言
と
矛
盾
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
限

定
承
認
の
場
合
は
、
そ
れ
で
も
、
観
念
的
に
は
、
相
続
人
の
な
か
に
相
続
人
固
有
の
地
位
と
被
相
続
人
の
承
継
人
と
し
て
の
地
位
と
い
う
異
な
る

地
位
の
並
存
を
考
え
う
る
か
ら
、
相
続
人
を
右
の
第
三
者
と
み
う
る
が
、
前
述
の
契
約
の
当
事
者
た
る
債
務
者
を
第
三
者
と
み
る
こ
と
に
は
無
理

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
民
訴
五
四
九
条
一
項
で
「
第
三
者
ヵ
…
－
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
通
常
、
責
任
財
産
は
債



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

務
者
の
一
般
財
産
で
あ
る
か
ら
、
責
任
財
産
以
外
の
物
に
対
す
る
執
行
は
、
多
く
の
場
合
、
第
三
者
の
財
産
に
対
す
る
執
行
に
な
る
」
た
め
で
あ

つ
て
、
「
…
…
債
務
者
が
特
別
財
産
を
も
つ
て
の
み
責
に
任
ず
べ
き
特
殊
の
場
合
に
は
、
固
有
財
産
に
対
し
て
執
行
を
受
け
る
債
務
者
は
、
右
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

第
三
者
と
同
一
の
地
位
に
立
ち
、
し
た
が
つ
て
本
訴
に
つ
き
原
告
適
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
」

　
要
す
る
に
、
契
約
か
ら
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
が
発
生
す
る
場
合
　
　
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
則
的
な
場
合
で
は
な
い
が
ー
に
は
、

契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
と
し
て
は
請
求
異
議
の
訴
と
第
三
者
異
議
の
訴
の
双
方
が
認
め
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
類
推
で
な
く
、
拡
張
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

釈
に
よ
る
直
接
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
救
済
は
い
ず
れ
も
不
当
執
行
の
排
除
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
請
求
異
議
の
訴
は
、
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
請
求
権
に
関
す
る

実
体
的
異
議
事
由
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
名
義
に
基
づ
く
執
行
を
全
面
的
に
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
者
異
議
の

訴
は
、
異
議
原
因
が
執
行
の
目
的
財
産
に
つ
き
存
す
る
か
ら
、
名
義
の
執
行
力
を
全
面
的
に
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
財
産
に
対
す
る
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
み
を
排
除
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
債
務
名
義
が
判
決
で
あ
り
、
契
約
が
既
判
力
の
基
準
時
前
に
締
結
さ
れ
、
か
つ
判
決
主
文
中
に
責
任
排
除
な
い
し
制
限
が
留
保
さ
れ
な
か
つ
た

場
合
、
債
務
者
は
請
求
異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者
異
議
の
訴
を
提
起
し
う
る
か
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
請
求
異
議
の
訴
に
関
し
て
、
責
任
制
限
は
判
決
中
に
留
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
留
保
が
な
け
れ
ば
、
以
後
の
主
張
は
既
判
力
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

遮
断
さ
れ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
た
し
か
に
責
任
財
産
の
限
定
は
請
求
権
の
実
体
的
属
性
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
執
行
の
段
階
で
は
じ
め
て

間
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
そ
れ
は
、
弁
済
・
免
除
等
の
一
般
の
異
議
事
由
と
比
べ
る
と
、
執
行
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
も
つ
。
し
た
が
つ
て
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

手
続
に
お
け
る
そ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
判
力
の
基
準
時
前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
も
請
求
異
議
事
由
た
り
う
る
。

　
第
三
者
異
議
の
訴
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
解
し
う
る
。
名
義
に
留
保
が
な
け
れ
ば
、
執
行
文
中
に
こ
れ
を
掲
記
し
た
う
え
で
、
こ
の
訴
を
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

起
し
う
る
。
執
行
文
中
に
留
保
が
な
い
場
合
で
も
、
執
行
文
の
更
正
を
求
め
た
う
え
で
、
こ
の
訴
を
提
起
し
う
る
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
六
〇
一
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
六
〇
二
）

　
請
求
異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
い
じ
よ
う
、
債
務
者
は
仮
の
処
分
（
民
訴
五
四
七
条
・
五
四
八
条
。
Z
P
O
七
六
九
条
・
七
七
〇
条
）
に
よ
り
執
行
を

　
　
　
（
1
2
）

停
止
し
う
る
。
第
三
者
異
議
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
も
、
同
断
で
あ
る
（
民
訴
五
四
九
条
四
項
）
。

　
な
お
、
契
約
締
結
の
時
点
が
既
判
力
の
基
準
時
前
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
名
義
に
契
約
の
内
容
を
留
保
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
ご
と
く
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
法
律
上
許
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
責
任
排
除
・
制
限
は
訴
訟
物
た
る
請
求
権
の
実
体
的
属
性
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

債
務
者
（
訴
訟
に
お
け
る
被
告
）
の
主
張
が
あ
れ
ば
、
判
決
主
文
に
こ
れ
を
留
保
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
（
判
決
以
外
の
名
義
に
お
い
て
も
留
保
は
可

能
で
あ
る
）
。

　
ま
た
、
責
任
に
関
す
る
契
約
が
書
面
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
書
面
は
民
訴
五
五
〇
条
四
号
の
証
書
に
準
じ
る
も
の
と
解
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
提
出
に
よ
つ
て
債
務
者
は
執
行
を
停
止
し
う
る
。
ま
た
、
既
述
の
ご
と
く
、
契
約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
の
確
認
の
訴
に

訴
の
利
益
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
も
し
こ
の
訴
に
お
い
て
原
告
で
あ
る
債
務
者
の
請
求
認
容
判
決
が
確
定
す
れ
ば
、
判
決
正
本
を

民
訴
五
五
〇
条
一
号
な
い
し
二
号
の
証
書
に
準
じ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
よ
う
に
責
任
排
除
・
制
限
契
約
が
名
義
に
留
保
さ
れ
る
、
書
面
に
表
示
さ
れ
か
つ
書
面
が
提
出
さ
れ
る
、
な
い
し
契
約
に
基
づ
く
法
律
関
係

を
確
認
す
る
判
決
の
正
本
が
提
出
さ
れ
れ
ば
、
契
約
の
存
在
は
執
行
機
関
に
認
識
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
名
義
へ
の
留
保
・
前
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
書
面
の
提
出
・
確
認
判
決
の
正
本
の
提
出
か
ら
執
行
法
的
効
果
が
発
生
す
る
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
留
保
な
い
し
書
面
・
判
決
正
本
の
提

出
に
も
か
か
わ
ら
ず
お
こ
な
わ
れ
た
執
行
は
実
体
法
上
違
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
執
行
法
上
も
違
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
執
行
に
対

し
て
債
務
者
は
方
法
異
議
に
よ
つ
て
救
済
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
（
た
だ
し
、
即
時
抗
告
に
よ
る
救
済
も
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

後
に
簡
略
に
私
見
を
述
べ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
方
法
異
議
と
請
求
異
議
の
訴
（
お
よ
び
第
三
者
異
議
の
訴
）
と
を
比
較
す
る
と
、
前
者
が
よ
り
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

易
な
手
続
で
あ
る
か
ら
、
後
者
に
よ
る
こ
と
は
権
利
保
護
の
利
益
を
欠
く
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
社
会
的
・
経
済
的
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
、
法
が
複
数
の
途
を
設
け
て
い
る
場
合
、
両
者
が
特
別
法
・
普
通
法
の
関
係
に
あ
れ
ば
格
別
、
一
般
に
は
双
方
を
認
め
る
こ
と
が



法
の
趣
旨
に
合
致
し
て
い
る
。
方
法
異
議
と
請
求
異
議
の
訴
お
よ
び
第
三
者
異
議
の
訴
は
こ
の
関
係
に
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
あ
る
方
去
に
よ
つ

た
の
で
は
目
的
を
完
全
に
達
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
は
利
益
を
欠
く
。
し
か
し
請
求
異
議
の
訴
お
よ
び
第
三
者

異
議
の
訴
に
よ
つ
て
も
、
執
行
の
阻
止
と
い
う
目
的
は
達
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
保
護
の
利
益
は
否
定
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
方
法
異
議

に
お
い
て
は
、
異
議
が
容
れ
ら
れ
て
も
、
当
該
決
定
は
既
判
力
を
と
も
な
わ
な
い
の
に
対
し
て
、
請
求
異
議
の
訴
お
よ
び
第
三
者
異
議
の
訴
に
お

い
て
は
、
請
求
認
容
の
判
決
は
既
判
力
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
こ
れ
ら
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
に
は
充
分
に
実
益
が
あ
る
。

た
だ
し
、
既
判
力
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
請
求
異
議
訴
訟
・
第
三
者
異
議
訴
訟
を
い
か
な
る
性
質
の
訴
訟
で
あ
る
と
解
す
る
か

　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
よ
り
異
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
の
性
質
に
つ
き
形
成
訴
訟
説
を
と
り
、
か
つ
形
成
判
決
の
既
判
力
を
否
定
す
る
立
場
に
し
た
が
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

そ
の
請
求
認
容
判
決
の
既
判
力
も
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
形
成
判
決
の
既
判
力
を
否
定
す
る
の
は
現
在
で
は
少
数
説
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
契
約
の
効
果
が
執
行
排
除
・
制
限
で
あ
る
と
解
さ
れ
、
か
つ
契
約
が
名
義
中
に
留
保
さ
れ
、
も
し
く
は
契
約
内
容
を
表
示
す
る
書

面
な
い
し
契
約
に
基
づ
く
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
の
正
本
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
方
法
異
議
と
請
求
異
議
の
訴
お
よ
び
第
三
者
異
議
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

訴
が
選
択
的
に
認
め
ら
れ
る
。

　
（
1
）
　
松
坂
・
前
掲
書
二
二
頁
。

　
（
2
）
伊
東
「
第
三
者
異
議
の
訴
」
「
民
事
訴
訟
法
演
習
　
H
」
（
昭
和
三
九
年
）
一
四
三
頁
。
本
文
中
括
弧
内
に
示
さ
れ
た
番
号
は
民
訴
の
第
何
条
か
を
示
す
。

　
（
3
）
　
兼
子
・
前
掲
強
制
執
行
法
五
二
頁
。
伊
東
・
前
掲
論
文
一
四
三
－
一
四
四
頁
。
前
掲
強
制
執
行
・
競
売
一
一
六
ー
一
一
七
頁
、
一
六
七
頁
（
石
川
）
。
な
お
、
近
藤
・
前
掲
書
二

　
　
四
一
ー
二
四
三
頁
参
照
、
二
八
一
頁
参
照
、
四
七
八
頁
参
照
。

　
　
　
判
例
と
し
て
は
、
大
判
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
一
四
日
新
聞
三
九
〇
九
号
七
頁
が
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
る
救
済
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
大
判
昭
和
一
五
年
二
月
三
日
民
集
一

　
　
九
巻
一
一
〇
頁
お
よ
び
大
判
昭
和
一
五
年
九
月
二
八
日
評
論
三
〇
巻
民
法
二
四
頁
は
、
救
済
は
請
求
異
議
の
訴
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
（
4
）
　
（
5
）
　
伊
東
・
前
掲
論
文
一
四
三
頁
。

　
（
6
）
　
磯
村
・
前
掲
自
然
債
務
五
頁
は
「
請
求
異
議
な
い
し
第
三
者
異
議
を
類
推
す
ぺ
ぎ
で
あ
る
」
と
し
、
於
保
・
前
掲
書
七
八
頁
注
（
五
）
は
、
「
第
三
者
異
議
の
訴
（
民
訴
五
四
九

　
　
条
）
に
準
ず
ぺ
き
も
の
」
と
し
て
い
る
。
同
書
七
三
頁
注
（
六
）
も
類
似
の
表
現
を
し
て
い
る
。

　
（
7
）
前
掲
強
制
執
行
・
競
売
一
五
四
頁
（
石
川
）
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
六
〇
三
）



　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
六
〇
四
）

（
8
）
ω
O
国
N
N
℃
＄
ω
。
一
〇
ご
O
①
一
ダ
騨
鋭
O
こ
ω
」
お
h
“
閑
o
一
畠
①
一
．
聾
騨
9
ω
』
8
い

（
9
）
　
兼
子
・
前
掲
書
五
二
頁
。
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
九
九
－
二
〇
〇
頁
。

（
⑳
）
　
石
川
・
前
掲
不
執
行
の
合
意
に
つ
い
て
一
九
三
頁
。
囚
o
巨
①
き
O
①
器
巳
目
巴
8
切
鼠
け
母
験
9
ψ
一
臼
二
置
旨
①
『
『
譲
お
器
一
ψ
馨
旧
頃
0
3
ρ
卑
勲
O
こ
㈱
誌
目

　
直
。

　
　
契
約
を
私
法
上
の
義
務
付
け
契
約
と
解
し
た
う
之
で
、
請
求
異
議
の
訴
の
類
推
な
い
し
準
用
を
認
め
る
論
老
も
、
異
議
事
由
と
し
て
の
契
約
の
主
張
が
既
判
力
に
よ
つ
て
遮
断
さ

　
れ
る
こ
と
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
兼
子
・
前
掲
訟
訴
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
九
二
頁
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
六
三
頁
。
閑
鎧
貫
騨
鋭
○
こ
ψ
田
ご

　
く
o
q
一
9
ω
一
韓
Φ
旨
の
騨
鐸
O
‘
ψ
“
一
ρ

（
1
1
）
　
伊
東
・
前
掲
論
文
一
四
四
頁
。

（
E
）
閃
o
ざ
『
9
鋭
鋭
O
‘
ψ
圏
ゼ
こ
の
点
も
、
請
求
異
議
の
訴
の
類
推
な
い
し
準
用
を
認
め
る
論
者
も
同
じ
結
論
に
い
た
つ
て
い
る
、
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ

　
い
て
二
九
二
頁
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座
四
巻
一
〇
六
三
頁
。
ω
畠
質
α
q
・
騨
騨
9
噛
ψ
這
ド

（
B
）
請
求
異
議
の
訴
の
準
用
な
い
し
類
推
を
認
め
る
論
者
の
癒
か
に
は
、
か
よ
う
な
留
保
は
不
必
要
か
つ
不
可
能
．
鴫
、
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
あ
る
。
斎
藤
・
前
掲
論
文
・
民
訴
講
座

　
四
巻
一
〇
六
三
頁
。
閑
鎧
貫
撃
鋭
ρ
・
ψ
日

（
U
）
　
責
任
制
限
の
留
保
が
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
留
保
に
い
か
な
る
効
果
が
帰
す
る
か
も
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
検
討
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
文

　
献
が
あ
る
。
新
堂
「
責
任
限
定
を
明
示
し
た
給
付
判
決
の
効
力
」
「
私
法
学
の
新
た
な
展
開
（
我
妻
栄
先
生
追
悼
論
文
集
）
」
（
昭
和
五
〇
年
）
六
〇
九
頁
以
下
。
小
山
「
判
批
」
判

　
タ
三
一
四
号
（
昭
和
五
〇
年
）
二
三
頁
以
下
。
吉
村
「
判
批
」
民
商
法
七
二
巻
（
昭
和
五
〇
年
）
四
号
九
七
頁
以
下
。
白
井
「
判
批
」
法
学
研
究
四
八
巻
（
昭
和
五
〇
年
）
七
号

　　　菊　翁露曾露f言
（七）　）同）））））一

1

一
九
頁
以
下
。
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
六
目
民
集
二
八
巻
三
号
五
〇
三
頁
。

石
川
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
一
六
頁
。

石
川
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
一
六
頁
、
一
九
頁
参
照
。

閣
ヨ
目
①
ユ
o
F
騨
騨
O
こ
ψ
§
h
愚
く
磯
一
●
ψ
お
『
悶
P
一
〇
一

こ
の
点
に
つ
い
て
は
学
説
が
錯
踪
し
て
い
る
。
諸
説
の
概
況
を
知
る
た
め
に
は
、
前
掲
強
制
執
行
・
競
売
一
〇
三
頁
以
下
．
一
五
四
頁
以
下
（
石
川
）
参
照
。

か
つ
て
形
成
判
決
の
既
判
力
を
否
定
さ
れ
た
三
ケ
月
教
授
も
、
現
在
で
は
既
判
力
肯
定
説
に
改
説
さ
れ
た
、
改
説
前
、
三
ケ
月
・
前
掲
民
事
訴
訟
法
五
〇
頁
以
下
。
改
説
後
、

「
訴
訟
物
再
考
』
民
事
訴
訟
雑
誌
一
九
号
（
昭
和
四
八
年
）
五
一
頁
注
（
1
）
、
五
五
頁
以
下
。

石
川
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
一
九
頁
以
下
。
＜
匹
．
ω
ξ
（
ぎ
鋭
P
O
こ
ψ
き
㎝
頃
乙
く
笹
。
ω
富
ぎ
山
8
Ω
ω
－
ζ
§
昌
R
騨
P
．
讐
○
こ
㎝
『
8
ミ
P

　
方
法
異
議
・
即
時
抗
告
・
請
求
異
議
の
訴
・
第
三
者
異
議
の
訴
お
よ
び
そ
れ
ら
の
類
推
ー
・
て
の
二
ー
－

既
述
の
と
お
り
、
私
は
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
は
原
則
と
し
て
執
行
的
効
果
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
執
行
的
効



果
を
是
認
す
る
見
解
に
あ
つ
て
は
、
債
務
者
の
救
済
と
し
て
方
法
異
議
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
ま
ず
異
論
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、
一
般
に
執
行
裁
判
所
の
執
行
処
分
た
る
裁
判
に
対
す
る
不
服
申
立
の
方
法
が
方
法
異
議
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
即
時
抗
告
で
あ
る

の
か
は
、
争
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
基
づ
く
救
済
に
つ
い
て
も
、
執
行
裁
判
が
執
行
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
間

題
と
な
り
う
る
。

　
一
般
論
と
し
て
右
の
不
服
申
立
方
法
が
方
法
異
議
で
あ
る
の
か
、
即
時
抗
告
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
し
、
こ
こ
で
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
、
一
応
の
態
度
表
明
を
す
る
と
す
れ
ば
、
不
服
申
立
を
即
時
抗
告
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
は
、
第
一
審
の
省
略
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
と
い
う
点
か
ら
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
く
に
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
基
づ
く
不
服
は
　
　
執
行
的
効
果
を
是
認
す
る
限
り
、
手
続
上

の
間
題
点
で
は
あ
る
に
せ
よ
1
当
事
者
の
利
害
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぽ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
審
の
省
略
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
の
不
服
申
立
を
即
時
抗
告
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
は
、
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
す
。

　
そ
こ
で
、
執
行
的
効
果
が
是
認
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
た
つ
た
う
え
で
、
ー
こ
の
前
提
に
立
つ
限
り
、
従
来
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
余
地
が
な

い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
ー
債
務
者
の
救
済
を
方
法
異
議
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
の
是
非
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
私
は
、
契
約
が
債
務
名

義
に
留
保
さ
れ
、
ま
た
は
契
約
内
容
を
表
示
す
る
書
面
な
い
し
契
約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
正
本
（
か
よ
う
な
確
認
の
利
益
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
「
㊨
」
参
照
）
が
提
出
さ
れ
た
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
分
け
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
前

者
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
契
約
内
容
の
債
務
名
義
（
と
く
に
判
決
主
文
）
へ
の
留
保
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
。

　
（
1
）
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
判
例
・
文
献
と
も
に
数
多
い
。
諸
説
の
概
況
を
知
る
た
め
に
は
、
戸
根
「
執
行
方
法
の
異
議
と
即
時
抗
告
」
「
実
務
民
事
訴
訟
講
座
　
1
0
」
（
昭
和
四
五

　
　
年
）
八
七
頁
以
下
参
照
。
前
掲
強
制
執
行
・
競
売
九
〇
頁
以
下
（
石
川
）
参
照
。

　
（
2
）
　
前
掲
強
制
執
行
・
競
売
九
六
頁
以
下
（
石
川
）
参
照
。

2

執
行
排
除
・
制
限
契
約
が
有
す
る
執
行
的
効
果
は
、

執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
一
丁
完
）

訴
訟
物
た
る
債
権
の
実
体
上
の
属
性
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、

　
　
　
五
七

本
案
判
決
の
主
文
が

　
　
（
六
〇
五
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
六
〇
六
）

訴
訟
物
に
関
す
る
原
告
の
申
立
に
対
す
る
裁
判
所
の
返
答
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
厳
格
に
貫
け
ば
、
契
約
内
容
を
名
義
に
留
保
す
る
こ
と
に
疑
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
執
行
的
効
果
を
認
め
る
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ァ
ー
は
か
か
る
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
契
約
の
執
行
的
効

果
は
、
訴
訟
物
の
実
体
上
の
属
性
で
は
な
い
と
は
い
え
、
訴
訟
物
た
る
実
体
権
の
実
現
方
法
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
権
と
間
接
的

な
が
ら
密
接
な
関
連
を
も
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
内
容
を
判
決
に
留
保
す
る
こ
と
は
、
必
要
で
は
な
い
が
、
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
判
決
以
外
の
名
義
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
留
保
の
効
力
に
つ
い
て
は
検
討
の
必
要
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
日
の
課
題
と
し
た

診
）

し　
（
1
）
ω
o
匡
a
震
ヨ
巴
ぴ
勲
騨
9
・
ψ
一
錨
東
京
地
判
昭
和
三
一
年
二
一
月
一
八
日
判
タ
七
三
号
八
○
頁
は
傍
論
で
同
じ
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
。

　
（
2
）
責
任
制
限
の
留
保
に
関
す
る
文
献
は
、
㈹
4
注
（
皿
）
に
掲
げ
た
。

　
3
　
契
約
内
容
が
名
義
に
留
保
さ
れ
、
も
し
く
は
こ
れ
を
表
示
す
る
書
面
な
い
し
契
約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
の
正
本
が

提
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
契
約
違
反
の
執
行
が
な
さ
れ
た
場
合
の
、
債
務
者
の
救
済
が
方
法
異
議
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
。

執
行
的
効
果
を
認
め
る
い
じ
よ
う
、
従
来
の
演
繹
的
方
法
論
に
よ
れ
ば
当
然
に
到
達
す
る
結
論
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
執
行
機
関
が
契
約
の
締

結
を
認
識
し
う
る
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
点
か
ら
も
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
、

　
方
法
異
議
が
申
立
て
ら
れ
れ
ば
、
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
執
行
の
一
時
停
止
が
可
能
で
あ
る
（
民
訴
五
四
四
条
一
項
後
段
・
五
一
三
条
二
項
。
Z
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

〇
七
六
六
条
一
項
後
段
・
七
三
二
条
二
項
）
。

　
（
1
）
　
国
ヨ
ヨ
o
ユ
o
F
”
。
勲
○
‘
ψ
“
毬
。

4
　
契
約
内
容
が
名
義
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
こ
れ
を
表
示
す
る
書
面
な
い
し
契
約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決

の
正
本
の
提
出
も
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
執
行
的
効
果
を
認
め
る
と
す
れ
ば
救
済
方
法
は
方
法
異
議
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
常
識
に
な



つ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
の
救
済
は
異
議
手
続
に
よ
る
よ
り
も
、
訴
訟
手
続
（
請
求
異
議
訴
訟
）
に
よ
ら
し
め
る
方
が
適

切
で
は
な
い
か
と
い
う
目
的
論
的
考
慮
か
ら
の
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
疑
問
と
な
る
の
は
具
体
的
に
は
次
の
点
で
あ
る
。
第
一

に
、
現
実
に
執
行
排
除
・
制
限
契
約
を
め
ぐ
る
争
い
が
生
じ
る
多
く
の
場
合
に
お
い
て
は
、
契
約
の
存
在
自
体
が
争
わ
れ
、
そ
の
解
明
に
は
、
名

義
中
の
留
保
も
し
く
は
前
述
の
書
面
な
い
し
確
認
判
決
の
正
本
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
口
頭
弁
論
を
開
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
口
頭
弁
論

は
異
議
手
続
に
お
い
て
も
な
さ
れ
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
来
そ
れ
を
必
要
的
な
も
の
と
し
て
い
る
訴
訟
手
続
の
方
が
、
こ
れ
を
お
こ
な
う

に
は
よ
り
適
切
で
あ
る
。
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
口
頭
弁
論
が
必
要
的
で
あ
る
が
（
民
訴
一
二
五
条
一
項
．
Z
P
O
一
二
八
条
）
、
異
議
手
続
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
必
要
的
で
な
い
（
民
訴
五
四
三
条
三
項
・
Z
P
O
七
六
四
条
三
項
）
点
が
問
題
と
な
る
。
第
二
に
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
以
下
の
ご
と
き
問
題
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
請
求
異
議
の
訴
の
管
轄
は
第
一
審
受
訴
裁
判
所
に
専
属
し
（
Z
P
O
七
六
七
条
一
項
．
八
〇
二
条
）
、
し
た
が
つ
て
通
常
は
地
方
裁

判
所
に
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
、
方
法
異
議
の
管
轄
は
区
裁
判
所
に
専
属
す
る
（
Z
P
O
七
六
六
条
一
項
．
八
〇
二
条
）
。
ド
イ
ッ
で
は
地
方
裁

判
所
以
上
の
裁
判
所
で
は
弁
護
士
強
制
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
区
裁
判
所
で
は
こ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
（
Z
P
O
七
八
条
一
項
）
。
そ
こ

で
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
と
い
う
当
事
者
の
利
害
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
問
題
は
、
弁
護
士
強
制
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
地
方
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
お
け
る
審
理
、
す
な
わ
ち
請
求
異
議
訴
訟
に
よ
ら
し
め
る
方
が
適
切
で
は
な
い
か
と
い
う
、
疑
問
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
の
う
ち
、
第
二
点
は
、
少
く
と
も
わ
が
国
に
お
い
て
は
取
り
上
げ
る
必
要
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
が
国
で
は
方
法
異
議
の
管
轄

も
請
求
異
議
の
訴
の
管
轄
も
と
も
に
地
方
裁
判
所
に
専
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
民
訴
五
四
四
条
一
項
．
五
四
三
条
一
項
．
五
四
五
条
．
五
さ
二
条
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
の
疑
間
点
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
救
済
を
方
法
異
議
に
よ
ら
し
め
る
こ
と
の
妥
当
性
は
否
定

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
方
法
異
議
の
否
定
か
ら
執
行
的
効
果
の
否
定
を
た
だ
ち
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
を

以
下
に
論
じ
よ
う
。

　
手
続
上
違
法
な
執
行
か
ら
の
救
済
は
方
法
異
議
で
あ
り
、
実
体
上
違
法
な
執
行
か
ら
の
救
済
は
請
求
異
議
の
訴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
旧
来

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
舌
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
　
（
六
〇
七
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
六
〇
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
常
識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
救
済
手
段
の
決
定
、
な
い
し
訴
訟
裁
判
所
と
執
行
裁
判
所
の
機
能
の
分
化
を
か
よ
う
に
機
械
的
．
体
系
的

に
か
つ
演
繹
的
に
お
こ
な
う
こ
と
が
、
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
は
た
し
て
正
し
い
態
度
と
い
い
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
シ
ュ

ー
ク
、
エ
ン
マ
ー
リ
ヒ
、
シ
ェ
ル
フ
の
機
能
論
的
・
目
的
論
的
方
法
論
の
背
後
に
は
、
右
の
常
識
に
対
す
る
疑
問
が
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
こ
れ
に
対
し
て
最
も
鮮
明
に
間
題
点
を
指
摘
し
た
の
は
ピ
ュ
ル
ク
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
に
関
す
る
ビ
ュ
ル
ク
の
見
解
は
本
稿
で
も
す
で
に
紹
介
し
た
が
（
本
稿
ユ
・
0
・
9
」
）
、
そ
れ
は
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
検
討
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
つ
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
、
い
ま
い
ち
ど
そ
の
概
略
を
示
そ
う
。
先
に
述
べ
た
方
法
異
議
と
請
求
異
議
の
訴
の
機
能
の
分
担
は
原
則
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
す
る
例
外
も
あ
る
。
例
え
ば
、
Z
P
O
八
二
二
条
a
に
よ
れ
ば
、
執
行
裁
判
所
は
債
務
者
の
申
立
に
よ
り
債
務
者
の
一
定
の
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

的
お
よ
び
経
済
的
状
況
の
も
と
で
、
債
権
者
の
利
益
を
も
あ
わ
せ
て
考
慮
し
て
、
差
押
物
の
換
価
猶
予
を
な
し
う
る
と
規
定
し
て
い
る
。
Z
P
O

八
五
一
条
a
（
農
産
物
の
売
却
に
基
づ
く
債
権
の
差
押
の
取
消
）
・
八
五
一
条
b
（
使
用
賃
料
お
よ
び
用
益
賃
料
債
権
の
差
押
の
取
消
）
は
、
類
似
の
考
慮
に

よ
り
執
行
裁
判
所
が
差
押
の
取
消
を
な
し
う
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
執
行
裁
判
所
は
換
価
猶
予
・
差
押
取
消
と
い

う
手
続
形
成
的
決
定
を
な
す
前
提
と
し
て
、
場
合
に
よ
つ
て
は
困
難
な
実
体
的
間
題
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
Z
V

G
三
〇
条
a
（
債
務
不
履
行
が
一
般
的
経
済
状
態
に
よ
る
場
合
の
競
売
手
続
の
一
時
停
止
）
第
一
項
は
、
競
売
手
続
の
「
停
止
に
よ
り
競
売
を
避
け
う
べ

き
見
込
が
あ
り
、
か
つ
履
行
期
の
到
来
せ
る
義
務
の
不
履
行
が
一
般
的
な
経
済
状
態
に
起
因
し
、
債
務
者
に
お
い
て
免
れ
得
ざ
る
状
況
に
基
づ
く

と
き
は
、
債
務
者
の
申
立
に
よ
り
最
高
六
ヶ
月
ま
で
手
続
を
一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
同
条
二
項
は
、
二
時
の
停
止
が

追
行
債
権
者
の
経
済
状
態
を
斜
酌
し
、
こ
れ
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
と
く
に
そ
の
不
相
当
な
損
害
を
生
ぜ
し
む
べ
き
と
き
、
ま
た
は
は
な

は
だ
し
く
売
得
金
を
減
少
せ
し
む
べ
き
と
き
は
、
申
立
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
執
行
裁
判
所
は
債
務
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

履
行
の
原
因
た
る
一
般
的
経
済
状
態
と
い
う
実
質
的
間
題
の
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
苛
酷
執
行
に
関
す
る
Z
P
O
七
六
五
条
a
に
つ
い

て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Z
P
O
七
七
七
条
は
、
債
権
者
が
そ
の
債
権
の
た
め
に
質
権
ま
た
は
留
置
権
の
あ
る
債
務
者
の
有
体
物
を



占
有
す
る
場
合
、
そ
れ
を
も
つ
て
当
該
債
権
を
満
足
せ
し
め
う
る
な
ら
ば
、
債
務
者
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
財
産
に
対
す
る
執
行
に

対
し
、
方
法
異
議
を
申
立
て
う
る
と
規
定
し
、
ま
た
Z
P
O
九
〇
〇
条
四
項
は
、
債
務
者
が
三
ヶ
月
以
内
に
履
行
を
完
了
し
う
る
こ
と
を
疎
明
し

た
場
合
、
執
行
裁
判
所
は
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
の
期
日
を
延
期
し
う
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
あ
つ
て
も
執
行
裁
判
所
は
実
体

的
判
断
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
場
合
、
お
よ
び
や
は
り
救
済
を
方
法
異
議
に
よ
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
超
過
差

押
（
Z
P
O
八
〇
三
条
一
項
後
段
）
の
場
合
と
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
場
合
と
は
事
実
状
態
が
類
似
し
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
ビ
ュ
ル
ク
は
手
続
法
上
違
法
な
執
行
か
ら
の
救
済
は
方
法
異
議
に
よ
り
、
実
体
法
上
違
法
な
執
行
か
ら
の
救
済
は
請
求
異
議
の
訴

に
よ
る
と
い
う
、
従
来
常
識
と
さ
れ
て
い
た
原
則
に
は
明
文
規
定
で
認
め
ら
れ
た
例
外
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
例
外
的
に
実
体
上
の

問
題
で
あ
り
な
が
ら
執
行
裁
判
所
に
よ
り
方
法
異
議
手
続
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
事
項
と
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約

と
が
類
似
し
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
こ
れ
に
基
づ
く
救
済
も
方
法
異
議
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
執
行
裁
判
所
（
機
関
）
と
訴
訟
裁
判
所
の
機
能
の
分
化
に
関
し
従
来
常
識
と
さ
れ
て
い
た
考
え
方
に
対
し
て
は
、
ビ
ュ
ル
ク
の
ほ
か
、
R
・
G
・

　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ホ
フ
マ
ン
な
ら
び
に
ギ
レ
ス
に
よ
つ
て
も
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
判
決
裁
判
所
と
執
行
機
関
の
「
職
務
分
担
が
正
し
く
な
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
い
な
け
れ
ば
、
訴
訟
手
続
は
混
乱
す
る
。
ま
た
、
他
方
あ
ま
り
に
形
式
的
な
分
配
は
手
続
を
硬
直
さ
せ
る
。
」
こ
の
点
か
ら
右
の
論
者
が
提
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
た
間
題
点
は
今
後
充
分
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
、
ビ
ュ
ル
ク
が
前
記
の
原
則
に
対
す
る
例
外
の
存
在
を
指
摘
し
、
旧
来
の
常
識

に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
点
は
、
彼
の
功
績
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
こ
の
例
外
に
つ
い
て
彼
が
下
し
た
評
価
な
ら
び
に
彼
の
結
論
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

　
前
記
の
原
則
は
以
下
の
考
慮
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
手
続
法
上
の
違
法
は
簡
単
に
審
判
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

判
断
は
、
迅
速
性
の
観
点
か
ら
、
執
行
裁
判
所
が
異
議
手
続
に
お
い
て
な
す
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
一
方
、
実
体
法
上
の
違
法
の
判
断
が
第
一
審

の
受
訴
裁
判
所
の
専
属
管
轄
事
項
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
裁
判
所
が
当
該
実
体
関
係
を
熟
知
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
判
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断
が
訴
訟
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
は
、
実
体
法
上
の
違
法
は
、
手
続
法
上
の
違
法
と
異
な
り
、
通
常
は
簡
単
に
審
判
さ
れ

え
ず
、
慎
重
な
審
理
が
必
要
な
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
ビ
ュ
ル
ク
が
例
外
と
し
て
挙
げ
て
い
る
、
実
体
上
の
問
題
が
方
法
異
議
手
続
に
よ

つ
て
判
断
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
判
断
が
比
較
的
容
易
に
な
さ
れ
う
る
。
ピ
ュ
ル
ク
自
身
は
、
こ
の
判
断
は
と
き
と
し
て
困

難
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
Z
P
O
八
二
二
条
a
等
に
お
け
る
債
務
者
の
人
格
的
・
経
済
的
状
況
の
も
と
で
の
債
権
者
の
利
益
、
Z

V
G
三
〇
条
a
等
に
お
け
る
一
般
的
経
済
状
態
と
債
権
者
の
経
済
状
態
、
Z
P
O
七
七
七
条
に
お
け
る
質
権
ま
た
は
留
置
権
の
あ
る
物
の
価
額
を

も
つ
て
弁
済
を
な
し
う
る
か
否
か
の
判
断
、
Z
P
O
八
〇
三
条
一
項
後
段
に
お
け
る
超
過
差
押
に
な
る
か
否
か
の
判
断
を
下
す
た
め
に
、
執
行
裁

判
所
が
と
き
と
し
て
多
少
時
間
や
労
力
を
費
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
少
く
と
も
、
請
求
異
議
の
訴
に
お
け
る
異
議
事
由

の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
、
弁
済
や
相
殺
に
よ
る
債
権
の
消
滅
に
比
べ
れ
ば
、
通
常
そ
の
判
断
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
法
は
そ
の
判
断

を
執
行
裁
判
所
に
よ
り
異
議
手
続
に
お
い
て
な
さ
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Z
P
O
九
〇
〇
条
四
項
に
お
い
て
は
、
三
ケ
月
以
内
に
履

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
疎
明
が
保
証
の
期
目
の
延
期
の
た
め
の
要
件
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
証
明
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
要
す
る
に
、
前
記
の
原
則
に
対
し
て
例
外
的
に
、
法
が
明
文
を
も
つ
て
、
実
体
的
判
断
を
執
行
裁
判
所
が
異
議
手
続
に
お
い
て
な
す
べ
き
旨

を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
実
体
上
の
問
題
で
あ
つ
て
も
、
比
較
的
容
易
に
審
判
さ
れ
る
事
項
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
逆
に
執
行
法
上
の
違
法
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
簡
単
に
認
識
し
う
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
判
断
の
た
め
に
複
雑
な
証
拠
調
べ
が
必
要
と
な
る

問
題
を
、
執
行
裁
判
所
に
よ
り
異
議
手
続
に
お
い
て
判
断
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
い
え
る
。
た
し
か
に
民
訴
五
四
四
条
一
項

は
、
「
強
制
執
行
ノ
方
法
又
ハ
執
行
二
際
シ
執
行
官
ノ
遵
守
ス
可
キ
手
続
二
関
ス
ル
申
立
及
ヒ
異
議
」
が
方
法
異
議
の
事
由
と
な
る
旨
を
規
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
法
上
の
違
法
は
す
べ
て
方
法
異
議
の
事
由
に
な
る
と
解
す
る
の
が
、
規
定
の
文
言
に
は
忠
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
方
法
異
議
の
事
由
と
な
り
う
る
の
は
、
執
行
法
上
の
違
法
の
な
か
で
も
執
行
機
関
に
当
然
に
認
識
さ
れ
う
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
解
す

る
の
が
、
法
の
趣
旨
に
忠
実
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。



　
も
ち
ろ
ん
、
通
常
は
、
か
よ
う
に
執
行
機
関
に
認
識
し
え
な
い
手
続
上
の
環
疵
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
執
行
法
規
の
違
反
（
そ
れ
は
執
行
機
関
に

認
識
可
能
で
あ
る
）
の
み
が
執
行
法
上
の
違
法
た
り
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
考
え
の
基
礎
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
執
行
法
規
の
違
反
で
は
な
く
、
執
行
機
関
に
も
認
識
し
え
な
い
事
由
に
基
づ
い
て
執
行
が
手
続
法
上
違
法
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
と
い
う
、
執
行
法
上
の
外
観
主
義
か
ら
の
疑
念
、
お
よ
び
執
行
機
関
に
認
識
し
え
な
い
事
由
の
主
張
が
方
法
異
議
に
よ
ら
し
め
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
の
配
慮
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
者
の
配
慮
は
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
杷
憂
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
え
よ
う
。
前

者
の
疑
念
も
、
前
述
の
ご
と
く
（
本
稿
「
三
．
㈲
．
6
」
）
、
執
行
法
上
の
外
観
主
義
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
決
定
的
な
も
の
で
は
あ
り

え
な
い
。

　
か
く
し
て
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
違
反
の
ご
と
く
、
執
行
機
関
に
は
当
然
に
は
認
識
し
え
ず
、
法
律
上
の
規
定
か
ら
は
導
か
れ
な
い
手
続

法
上
の
違
法
（
椴
疵
）
は
、
方
法
異
議
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
請
求
異
議

の
訴
に
よ
つ
て
主
張
す
べ
き
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
に
も
、
民
訴
五
四
五
条
一
項
が
、
請
求
異
議
事
由
と
な
る
の
は
「
判
決
二
因
リ
テ
確
定

シ
タ
ル
請
求
二
関
ス
ル
債
務
者
ノ
異
議
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
間
題
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
か
よ
う
な
条
文
を

制
定
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
に
お
い
て
判
断
を
下
す
べ
き
異
議
事
由
、
す
な
わ
ち
執
行
機
関
に
当
然
に
は
認
識
し
え
な
い
事
柄

に
関
す
る
異
議
事
由
と
し
て
は
、
実
体
上
の
異
議
の
み
が
そ
の
念
頭
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
し
立
法
者
が
、
手
続
法
上
の
違
法
で
執
行
機

関
に
当
然
に
は
認
識
し
え
な
い
事
項
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
な
ら
、
こ
れ
を
も
請
求
異
議
事
由
に
取
り
込
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
手
続
法
上
の
違
法
か
ら
の
救
済
の
た
め
に
は
、
民
訴
五
四
五
条
の
拡
張
解
釈
に
よ
り
、
し
た
が
つ
て
同
条
の
類
推
で
は

な
く
直
接
の
適
用
に
よ
り
、
請
求
異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　
異
議
事
由
は
契
約
違
反
の
執
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
名
義
が
判
決
で
あ
り
、
契
約
の
締
結
が
既
判
力
の
基
準

時
前
で
あ
つ
て
も
、
契
約
の
主
張
が
民
訴
五
四
五
条
二
項
に
よ
つ
て
遮
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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ま
た
、
請
求
異
議
の
訴
に
基
づ
く
仮
の
処
分
に
よ
る
執
行
の
一
時
停
止
（
民
訴
五
四
七
条
．
五
四
八
条
）
も
認
め
ら
れ
る
。

　
か
よ
う
に
請
求
異
議
の
訴
を
認
め
る
結
論
は
、
契
約
を
免
除
・
猶
予
と
解
す
る
説
、
責
任
排
除
・
制
限
と
解
す
る
説
の
結
論
と
異
な
ら
な
い

（
免
除
・
猶
予
説
に
お
い
て
は
民
訴
五
四
五
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
点
は
異
な
る
）
。
ま
た
、
契
約
を
私
法
上
の
義
務
付
け
契
約
と
解
し
つ
つ
、
請
求
異
議

の
訴
の
類
推
、
準
用
な
い
し
直
接
の
適
用
を
認
め
る
所
説
と
も
異
な
ら
な
い
。
し
か
し
結
論
に
い
た
る
理
論
構
成
が
異
な
る
。

　
な
お
、
救
済
が
訴
訟
手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
配
慮
か
ら
、
請
求
異
議
の
訴
に
よ
る
救
済
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
者
異
議
の
訴

に
よ
る
救
済
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
も
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
、
請
求
異
議
の
訴
は
当
該
債
務
名
義
に
基
づ
く
執
行
を
全
面
的
に

排
除
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
三
者
異
議
の
訴
は
当
該
財
産
に
対
す
る
執
行
の
み
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
当
事
者
の

意
思
が
も
つ
ば
ら
個
々
の
執
行
の
排
除
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
者
異
議
の
訴
が
適
法
な
救
済
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
第
三
者

異
議
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
も
、
債
務
者
は
仮
の
処
分
に
よ
つ
て
執
行
を
停
止
せ
し
め
う
る
（
民
訴
五
四
九
条
四
項
．
五
四
七
条
．
五
四
八
条
）
。

　
請
求
異
議
の
訴
と
第
三
者
異
議
の
訴
の
い
ず
れ
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴
の
目
的
が
右
の
ご
と
く
異
な
る
の
で
、
理
論
的
に
は
、

当
事
者
が
い
か
な
る
意
図
を
も
つ
て
救
済
を
求
め
て
い
る
か
に
よ
つ
て
、
決
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
実
務
上
は
む
し
ろ
、
い
ず
れ
の
救
済
を
求
め
た

か
と
い
う
こ
と
か
ら
、
当
事
者
の
意
思
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
4
）
　
以
下
の
論
述
は
ω
畦
o
ぎ
鉾
鋭
P
℃
ω
●
も
0
8
卑
の
要
旨
で
あ
る
。
ビ
ュ
ル
ク
の
所
説
は
、
石
川
・
前
掲
執
行
契
約
再
論
八
頁
以
下
に
も
要
約
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
（
5
）
　
換
価
猶
予
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
換
価
猶
予
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
二
七
巻
（
昭
和
五
〇
年
）
三
号
一
頁
以
下
参
照
。

　
（
6
）
　
苛
酷
執
行
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
苛
酷
執
行
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
二
四
巻
（
昭
和
四
七
年
）
九
号
一
頁
以
下
参
照
。

　
（
7
）
　
R
・
G
・
ホ
フ
マ
ン
（
棍
訳
）
「
執
行
手
続
に
お
け
る
当
事
者
能
力
お
よ
び
訴
訟
能
力
の
審
査
」
法
学
研
究
四
九
巻
（
昭
和
五
一
年
）
五
号
七
九
頁
以
下
（
こ
の
論
文
は
罰
ρ
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氏
は

　
　
こ
の
論
文
に
先
立
ち
、
訴
訟
裁
判
所
と
執
行
機
関
の
機
能
の
分
化
を
テ
ー
マ
と
す
る
学
位
請
求
論
文
を
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
の
リ
ュ
ケ
教
授
に
提
出
し
て
い
る
。
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部
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た
形
に
あ
ら
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る
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八
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頁
（
訳
者
は
し
が
き
）
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（
1
0
）
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
三
ケ
月
罫
授
の
以
下
の
ご
と
き
論
述
は
反
省
の
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
元
来
、
法
典
に
即
し
す
ぎ
た
体
系
的
思
弁
は
、
余
程
注
意
し
な
い
と
、
一

　
つ
の
歴
史
的
制
約
を
も
つ
も
の
を
本
質
の
問
題
に
す
り
か
え
て
し
ま
い
、
ひ
い
て
弾
力
的
な
展
開
の
栓
桔
と
な
る
と
い
う
お
そ
れ
を
内
在
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
三
ケ
月
「
民

　
事
訴
訟
法
学
の
今
後
の
課
題
と
方
法
ー
法
の
動
態
学
の
樹
立
を
め
ざ
し
て
ー
」
「
民
事
訴
訟
法
研
究
第
五
巻
」
一
四
頁
（
は
じ
め
「
法
と
裁
判
　
下
（
菊
井
先
生
献
呈
論
集
）
」
・

　
昭
和
四
二
年
・
に
収
録
）
。

（八）

特
別
な
救
済

　
ー
　
ド
イ
ツ
で
は
判
例
上
も
学
説
上
も
、
開
示
宣
誓
な
い
し
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
の
申
立
排
除
・
制
限
の
契
約
の
違
反
に
対
す
る
救
済
方
法
い

か
ん
が
、
し
ば
し
ば
間
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
救
済
と
し
て
請
求
異
議
の
訴
や
方
法
異
議
な
い
し
そ
れ
ら
の
類
推
も
考
え
ら
れ
る
が
、
開
示
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

誓
な
い
し
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
手
続
内
の
異
議
（
z
p
o
九
〇
〇
条
五
項
！
旧
三
項
）
を
認
め
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。

　
ド
イ
ッ
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
契
約
内
容
が
名
義
な
い
し
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
を
な
す
ぺ
き
義

務
を
明
白
な
ら
し
め
る
証
書
（
z
p
o
九
〇
〇
条
一
項
参
照
）
中
に
留
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
契
約
内
容
を
表
示
す
る
証
書
な
い
し
契
約
か

ら
発
生
す
る
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
の
正
本
の
提
出
も
な
い
場
合
に
は
、
救
済
は
請
求
異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
る
。
そ
の

理
由
は
、
名
義
中
の
留
保
、
右
の
書
面
な
い
し
判
決
正
本
の
提
出
な
き
場
合
に
、
一
般
の
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
違
反
に
対
す
る
救
済
と
し
て

請
求
異
議
の
訴
な
ら
び
に
第
三
者
異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
理
由
と
、
同
じ
で
あ
る
。

　
次
に
、
契
約
内
容
が
名
義
な
い
し
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
を
な
す
べ
き
義
務
を
明
白
な
ら
し
め
る
証
書
に
留
保
さ
れ
、
ま
た
は
契
約
内
容
を
表
示

す
る
証
書
な
い
し
契
約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
正
本
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
救
済
は
異
議
手
続
に
よ
る
べ
き
こ
と
に

　
　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
六
一
三
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
六
一
四
）

な
る
。
こ
の
点
も
一
般
の
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
異
議
手
続
と
し
て
方
法
異
議
と
宣
誓
に
か
わ

る
保
証
手
続
内
の
異
議
の
双
方
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
い
ず
れ
が
適
法
な
救
済
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
双
方
の
選
択
が
可
能
で
あ
る
か
が
問
題

に
な
る
。
理
論
的
に
は
手
続
内
の
救
済
の
み
が
適
法
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
手
続
内
の
救
済
を
規
定
す
る
Z
P
O
九
〇
〇
条
五
項
は
、

方
法
異
議
を
規
定
す
る
同
七
六
六
条
に
対
し
て
特
別
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
債
務
者
が
提
起
し
た
異
議
に
方
法
異
議
と
い
う
名
称
が
付
さ

れ
て
い
て
も
、
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
手
続
内
の
異
議
の
た
め
の
要
件
が
備
わ
つ
て
い
れ
ば
、
異
議
の
申
立
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
当
該
異
議
を
同

手
続
内
の
異
議
と
評
価
し
て
、
適
法
視
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
－
）
閑
。
曽
o
巳
昌
。
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名
一
8
ω
サ
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一
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認
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盆
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○
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O
閑
呂
け
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ψ
一
3
R
以
上
の
う
ち
、
K
・
ブ
ロ
マ
イ
ア
ー
は
請
求
異
議
の
訴
と
開

　
　
示
宣
誓
手
続
内
の
救
済
の
双
方
を
認
め
る
。
バ
ル
テ
ル
ス
は
執
行
の
全
面
的
排
除
・
対
象
制
限
契
約
の
違
反
に
対
す
る
救
済
と
し
て
は
請
求
異
議
の
訴
を
認
め
、
開
示
宣
誓
排
除
契

　
　
約
の
違
反
に
対
し
て
は
同
手
続
内
の
異
議
を
認
め
る
。
ラ
ウ
エ
は
方
法
異
議
と
同
手
続
内
の
異
議
の
双
方
を
認
め
る
。
シ
ー
ダ
ー
マ
イ
ア
ー
と
エ
ン
マ
ー
リ
ヒ
は
同
手
続
内
の
異
議

　
　
の
み
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ
ル
フ
は
原
則
と
し
て
手
続
内
の
異
議
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
が
、
証
拠
調
べ
が
必
要
な
と
き
は
、
こ
れ
と
請
求
異
議
の
訴
の
選
択
を
許
し

　
　
て
い
る
。

　
2
　
外
見
上
類
似
の
問
題
が
、
判
決
の
確
定
に
い
た
る
ま
で
仮
執
行
を
お
こ
な
わ
な
い
、
な
い
し
仮
執
行
に
制
限
を
も
う
け
る
契
約
、
す
な
わ

ち
仮
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
い
て
も
生
じ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
。

　
シ
ェ
ル
フ
は
、
附
随
的
問
題
の
た
め
に
本
案
に
並
行
す
る
訴
訟
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
は
本
案
に
吸
収
す
る
こ
と
が
法
の
趣
旨
に
か

な
う
、
と
の
理
由
か
ら
、
右
の
契
約
の
違
反
に
対
す
る
救
済
は
Z
P
O
七
一
九
条
（
日
本
民
訴
五
二
一
条
に
該
当
）
に
よ
る
仮
執
行
の
停
止
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
同
条
は
、
仮
執
行
宣
言
付
判
決
に
対
す
る
控
訴
あ
る
い
は
仮
執
行
宣
言
付
支
払
命
令
に
対
す
る
異
議

の
申
立
が
あ
つ
た
場
合
の
、
執
行
の
一
時
停
止
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
基
づ
く
救
済
に
こ
れ
を
直
接
に

適
用
す
る
こ
と
に
は
、
無
理
が
あ
る
。
ま
た
同
条
を
類
推
す
る
必
要
性
も
見
い
出
し
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
契
約
内
容
を
表
示
す
る
書
面
が
提



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
救
済
は
、
一
般
の
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
け
る
と
同
様
に
、
方
法
異
議
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
か
る
書
面
の
提
出
な

き
場
合
は
、
請
求
異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
判
決
の
確
定
に
い
た
る
ま
で
仮
差
押
を
お
こ
な
わ
な
い
、
な
い
し
仮
差
押
に
制
限
を
も
う
け
る
契
約
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
じ

る
。
こ
こ
で
も
、
仮
差
押
手
続
内
の
救
済
で
あ
る
民
訴
七
四
七
条
に
よ
る
仮
差
押
の
取
消
が
認
め
ら
れ
な
い
か
が
、
間
題
と
な
り
う
る
。
し
か
し

同
条
の
取
消
は
、
差
仮
押
の
理
由
の
消
滅
そ
の
他
の
事
情
の
変
更
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
前
記
の
契
約
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
。
し
た
が
つ
て

契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
は
、
仮
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
違
反
に
対
す
る
と
同
様
、
契
約
を
表
示
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
れ
ば
方
法
異
議
、

そ
う
で
な
い
場
合
に
は
請
求
異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者
異
議
の
訴
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ω
o
げ
R
い
四
●
騨
○
ζ
ω
●
け
ω
謹
。

　
（
2
）
　
仮
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
内
容
が
判
決
に
留
保
さ
れ
、
か
つ
仮
執
行
宣
言
付
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
に
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
執
行
宣
言
付

　
　
判
決
が
下
つ
た
後
、
仮
執
行
が
お
こ
な
わ
れ
る
前
に
、
契
約
か
ら
生
じ
る
法
律
関
係
の
確
認
の
訴
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
し
た
が
つ
て
、
名
義
中
に
判
決
内
容
が
留
保
さ
れ
る
と
か
、
右
の
確
認
判
決
の
正
本
が
提
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
。

（九）

要

約

　
執
行
排
除
・
制
限
の
合
意
が
免
除
・
猶
予
と
解
さ
れ
る
場
合
（
私
見
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
原
則
的
な
場
合
で
は
な
い
が
）
、
救
済
は
請
求
異
議
の
訴
で

あ
る
。
名
義
が
判
決
で
、
合
意
が
既
判
力
の
基
準
時
前
に
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
既
判
力
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
。

　
契
約
が
実
体
上
の
責
任
排
除
・
制
限
契
約
と
解
さ
れ
る
場
合
に
は
（
私
見
に
よ
れ
ば
そ
れ
も
原
則
的
な
場
合
で
は
な
い
が
）
、
救
済
は
請
求
異
議
の
訴

ま
た
は
第
一
二
者
異
議
の
訴
で
あ
る
。
名
義
が
判
決
で
あ
り
、
契
約
が
既
判
力
の
基
準
時
前
に
締
結
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
契
約
の
主
張
が
既

判
力
に
よ
つ
て
遮
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
契
約
が
名
義
に
留
保
さ
れ
、
も
し
く
は
契
約
内
容
を
表
示
す
る
書
面
な
い
し
契
約
か
ら
発
生
す
る
法

律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
の
正
本
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
債
務
者
は
前
記
の
二
つ
の
救
済
と
な
ら
ん
で
方
法
異
議
を
選
択
し
う
る
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
六
一
五
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
　
（
六
一
六
）

　
契
約
が
執
行
的
効
果
を
有
す
る
場
合
（
私
見
に
ょ
れ
ぽ
そ
れ
が
原
則
で
あ
る
）
で
、
契
約
が
名
義
中
に
留
保
さ
れ
、
も
し
く
は
契
約
内
容
を
表
示

す
る
書
面
な
い
し
契
約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
を
確
認
す
る
判
決
の
正
本
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
救
済
は
方
法
異
議
で
あ
る
。
そ
う
で
な

い
場
合
の
救
済
と
し
て
は
請
求
異
議
の
訴
と
第
三
者
異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
合
意
が
免
除
・
猶
予
で
あ
る
と
解
す
る
か
、
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
を
惹
起
す
る
と
解
す
る
か
、
あ
る

い
は
執
行
的
効
果
を
惹
起
す
る
と
解
す
る
か
（
原
則
的
な
場
合
）
に
よ
り
、
救
済
方
法
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、

私
が
、
救
済
方
法
の
決
定
に
あ
た
り
、
伝
統
的
な
演
繹
的
方
法
論
を
維
持
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
目
的
論
的
・
機
能
論
的
方
法
論
お
よ
び
利
益
衡
量

的
方
法
論
か
ら
一
定
の
反
省
を
加
え
、
そ
の
帰
結
を
修
正
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
契
約
違
反
の
執
行
が
い
ま
だ
お
こ
な
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
債
権
者
が
こ
れ
を
お
こ
な
う
危
険
が
大
ぎ
い
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
契

約
か
ら
発
生
す
る
法
律
関
係
の
確
認
の
訴
を
提
起
し
う
る
。

五
　
い
つ
た
ん
開
始
さ
れ
た
強
制
執
行
を
中
止
・
停
止
・
制
限
す
べ
き
契
約

　
本
稿
『
三
」
で
そ
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
、
「
四
」
で
そ
の
違
反
か
ら
の
救
済
に
つ
い
て
論
じ
た
の
は
、
執
行
開
始
前
に
あ
ら
か
じ
め
執
行
を
排

除
な
い
し
制
限
す
る
契
約
に
つ
い
て
で
あ
つ
た
。
か
よ
う
な
契
約
は
、
「
三
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
執
行
的
効
果
を
有
す
る
。
し
か

し
、
い
つ
た
ん
開
始
さ
れ
た
執
行
を
停
止
・
制
限
す
べ
き
契
約
、
換
言
す
れ
ば
、
債
権
者
が
お
こ
な
つ
た
執
行
手
続
上
の
申
立
を
取
下
げ
る
べ
き

（
1
）

契
約
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
事
情
か
ら
、
別
段
の
考
慮
が
必
要
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
い
つ
た
ん
開
始
さ
れ
た
強
制
執
行
を
停
止
ま
た
は
制
限
す

る
た
め
に
は
、
停
止
・
制
限
が
終
局
的
で
あ
る
に
せ
よ
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
法
定
の
書
類
の
提
出
が
必
要
で
あ
る
（
民
訴
五
五
〇
条
）
。
し
た

が
つ
て
執
行
の
停
止
・
制
限
の
申
立
は
要
式
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
執
行
を
停
止
・
制
限
す
る
権
限
は
当
該
強
制
執
行
を
実
施
す
る
執
行
機
関



に
の
み
帰
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
執
行
の
停
止
・
制
限
の
効
果
は
債
権
者
・
債
務
者
に
与
え
ら
れ
た
権
限
の
共
同
的
行
使
な
い
し
不
行
使
に
よ
つ

て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
当
事
者
の
合
意
の
み
に
よ
つ
て
か
よ
う
な
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
本
稿

「
二
・
㊨
・
3
」
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
合
意
の
内
容
が
書
面
に
表
示
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
書
面
を
民
訴
五
五
〇
条
四
号
の
書
面
に
準
じ
る
も
の
と
解
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
合
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
権
者
が
執
行
を
続
行
す
る
場
合
、
債
務
者
は
、
五
五
〇
条
四
号
の
類
推
に
よ
り
、

前
記
の
書
面
を
提
出
し
て
、
執
行
の
停
止
・
制
限
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
当
事
者
が
前
記
の
書
面
を
作
成
し
な
か
つ
た
場
合
、
契
約
は
前
述
の
ご
と
く
直
接
に
執
行
を
停
止
・
制
限
す
る
効
果
を
も
ち
え
な
い
。
そ
こ
で

契
約
の
効
果
と
し
て
は
免
除
・
猶
予
、
責
任
排
除
・
制
限
お
よ
び
申
立
の
取
下
げ
と
い
う
債
権
者
の
作
為
を
義
務
付
け
る
私
法
上
の
効
果
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
効
果
の
う
ち
、
私
法
上
の
作
為
の
義
務
付
け
効
果
が
発
生
す
る
と
す
れ
ば
、
債
権
者
の
契
約
違
反
に
対
す
る
債
務
者
の
救

済
と
し
て
は
、
作
為
を
求
め
る
給
付
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
つ
と
も
、
訴
訟
契
約
】
般
に
お
け
る
と
同
様
、
請
求
異
議
の
訴
の
類

推
な
い
し
準
用
を
認
め
る
余
地
も
あ
ろ
う
（
い
わ
ゆ
る
発
展
的
義
務
付
け
効
果
説
）
。
し
か
し
、
既
述
の
ご
と
く
、
こ
の
説
に
は
、
こ
れ
に
よ
る
と
契

約
の
本
来
の
効
果
が
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
の
で
（
本
稿
「
二
．
四
．
②
」
）
、
こ
こ
で
は
同
説
を
考
察
の
対
象
か
ら
は
ず
す
。

他
方
、
効
果
が
免
除
・
猶
予
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
、
お
よ
び
責
任
排
除
・
制
限
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
、
債
務
者
の
救
済
と
し
て
は
請
求

異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者
異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
る
（
そ
の
理
由
付
け
は
一
般
の
執
行
排
除
．
制
限
契
約
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
）
。
実
務
上
は
給
付
の

訴
に
よ
る
よ
り
も
、
請
求
異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
る
ほ
う
が
、
契
約
違
反
の
執
行
を
直
接
に
阻
止
し
う
る
こ
と
も
、
す
で
に
述

べ
た
（
本
稿
「
四
・
日
」
）
。
し
た
が
つ
て
、
特
段
の
事
情
な
き
限
り
、
当
事
者
の
意
思
は
免
除
・
猶
予
も
し
く
は
責
任
排
除
・
制
限
に
向
け
ら
れ
て

い
る
と
解
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
契
約
違
反
に
対
す
る
債
務
者
の
救
済
と
し
て
は
、
契
約
が
書
面
に
表
示
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
は
、
請
求
異
議
の
訴
ま
た
は
第
三
者

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
　
（
六
一
七
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）

異
議
の
訴
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
（
1
）
　
大
決
昭
和
一
四
年
六
月
一
〇
日
民
集
一
八
巻
六
一
七
頁
、
東
京
控
判
昭
和
一
〇
年
九
月
二
〇
日
新
聞
三
九
一
〇
号
一

　
　
す
る
事
案
で
あ
る
。

七
〇

（
六
一
八
）

一
頁
は
、
（
任
意
）
競
売
申
立
を
取
下
げ
る
べ
き
契
約
に
関

六
　
契
約
違
反
の
場
合
の
損
害
賠
償

　
1
　
す
で
に
執
行
が
終
了
し
た
後
の
事
後
的
救
済
と
し
て
債
務
者
に
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
と
解
す

る
場
合
、
同
請
求
権
は
い
か
な
る
性
質
を
有
す
る
か
は
、
問
題
で
あ
る
。

　
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
を
否
定
す
る
ツ
ァ
イ
ス
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
第
一
に
、
合
意
に
よ
つ
て
利
益
を
受
け
る
当
事
者
は
訴
訟
内
で
契

約
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
、
過
失
相
殺
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
第
二
に
、
損
害
賠
償
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

権
は
前
訴
の
判
決
の
既
判
力
に
抵
触
す
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ツ
ァ
イ
ス
の
こ
の
主
張
は
、
判
決
手
続
上
の
契
約
を
念
頭
に
置
い
て
な

さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
第
二
点
は
、
仮
に
判
決
手
続
上
の
訴
訟
契
約
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
い
て
は
損
害
賠
償
請
求
権
発
生

の
障
害
と
な
ら
な
い
。
け
だ
し
そ
れ
は
契
約
違
反
の
執
行
が
な
さ
れ
た
時
点
で
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
第
一
点
の
過
失
相
殺
は
執
行
排
除
・
制
限
契
約
に
お
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
。
け
だ
し
、
債
務
者
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
方
法
異
議
、

請
求
異
議
の
訴
な
い
し
第
三
者
異
議
の
訴
に
よ
つ
て
執
行
を
阻
止
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
契
約
の
締
結
が
名
義
作
成
以
前
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

名
義
中
に
こ
れ
を
留
保
せ
し
め
こ
と
も
可
能
で
あ
つ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
債
務
者
の
側
に
相
殺
さ
れ
る
べ
き
過
失
が
常
に
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
契
約
締
結
者
自
身
で
は
な
く
、
そ
の
承
継
人
が
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
承
継
人
は
契
約
の
締

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

結
を
知
ら
ず
、
か
つ
知
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
過
失
相
殺
が
な
さ
れ
て
も
、
常
に
賠



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

償
額
が
ゼ
ロ
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。

　
（
1
）
N
Φ
一
の
ω
一
ω
9
＆
①
房
震
ω
碑
N
℃
臣
9
け
聲
鎧
の
箕
o
N
窃
霊
巴
①
ヨ
＜
o
旨
巴
枠
①
戸
Z
一
名
一
8
8
ψ
刈
O
ρ

　
（
2
）
H
・
J
・
ヘ
ル
ヴ
ィ
ヒ
は
判
決
手
続
上
の
契
約
に
関
し
て
も
ツ
ァ
イ
ス
に
反
対
し
て
い
る
。
閏
」
・
コ
①
＝
＆
叩
ω
9
匿
Φ
諺
Φ
お
象
昌
笹
o
算
窪
雲
ω
質
8
・
ω
誓
筥
①
B

　
　
＜
R
鼠
犀
①
算
Z
一
≦
．
一
虜
、
ψ
一
〇
謡
陳
“
＜
㎎
一
’
U
R
の
‘
N
a
ω
葦
冨
目
簿
涛
こ
ψ
『
ρ

　
（
3
）
兼
子
・
前
掲
訴
訟
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
二
七
二
頁
。

　
（
4
）
　
胃
い
国
①
一
ζ
一
堕
Z
一
名
一
罷
噛
ψ
一
〇
拐

　
（
5
）
　
竹
下
・
前
掲
論
文
⇔
三
五
頁
注
（
2
1
）
。
〈
笹
‘
ω
9
β
鯨
勲
費
ρ
り
ψ
お
鉾

　
2
　
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
債
務
不
履
行
（
民
法
四
一
五
条
）
に
基
づ
く
も
の
か
、
不
法
行
為
（
民
法
七
〇
九
条
）
に
基
づ
く
も
の
か
に
つ
い
て

は
、
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
私
は
後
者
で
あ
る
と
解
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
執
行
排
除
・
制
限
契
約
が
執
行
的
効
果
を
惹
起
す
る
と
解
さ
れ
る

原
則
的
な
場
合
も
、
ま
た
責
任
排
除
・
制
限
の
効
果
を
惹
起
す
る
と
解
さ
れ
る
場
合
も
、
債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
不
執
行
な
い
し
執
行
制
限

の
不
作
為
の
義
務
を
私
法
上
も
執
行
（
訴
訟
）
法
上
も
負
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
債
務
不
履
行
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら

　
（
1
）

で
あ
る
。

　
（
1
）
竹
下
・
前
掲
論
文
口
四
〇
頁
以
下
。
細
野
・
前
掲
書
一
三
六
頁
以
下
参
照
。
＜
管
目
い
禺
亀
且
噂
N
貫
ω
鴇
ω
富
B
彗
涛
4
ψ
8
い

　
3
　
訴
訟
・
執
行
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
こ
れ
を
訴
訟
・
執
行
法
上
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
説

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
、
私
法
上
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
説
と
が
あ
る
。

　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
は
私
見
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
執
行
的
効
果
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
違
反
の
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
権
は

た
し
か
に
執
行
法
上
の
法
的
関
係
を
基
礎
と
し
て
発
生
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
請
求
権
が
財
産
上
の
請
求
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に

そ
の
私
法
的
性
質
を
帰
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
財
産
上
の
請
求
権
で
も
、
国
家
賠
償
請
求
権
の
よ
う
に
、
公
法
上
の
性
質
を
も
つ
も
の
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
契
約
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
契
約
当
事
者
間
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
彼
等
は
法
律
上
対
等
な
地
位
に
あ
る
。

　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
（
六
一
九
）



　
　
　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
占
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
六
二
〇
）

し
た
が
つ
て
同
請
求
権
は
私
法
上
の
性
質
を
有
す
る
。

　
も
つ
と
も
、
こ
の
請
求
権
が
い
ず
れ
の
性
質
を
有
す
る
に
し
て
も
、
実
務
上
の
取
扱
い
に
差
異
は
な
か
ろ
う
。
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
公
法
上
の

紛
争
は
行
政
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
（
v
W
G
o
！
ド
ィ
ッ
行
政
裁
判
所
法
ー
四
〇
条
二
項
）
、
訴
訟
・
執
行
契
約
違
反

に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
訴
訟
・
執
行
法
上
の
性
質
、
す
な
わ
ち
公
法
的
性
質
を
有
す
る
と
解
す
る
論
者
も
、
こ
れ
を
訴
求
す
る
場
合
の
管
轄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
通
常
裁
判
所
に
あ
る
と
、
解
し
て
い
る
。

　
（
1
）
　
国
●
い
頃
o
一
一
≦
凝
噂
N
唱
賊
ω
鴇
簿
Φ
日
讐
涛
高
ψ
一
8
律
“
ω
o
ず
仁
堕
騨
騨
O
‘
ψ
一
〇
ω
い

　
（
2
）
　
切
帥
仁
ヨ
凶
餌
旨
O
一
噛
＞
O
｝
一
〇
〇
℃
ω
。
一
c
o
o
Q
h
‘
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謡
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（
3
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甲
い
国
①
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冨
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〇
q
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q
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旨
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象
一
『
ψ
一
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“
ω
9
仁
尊
勲
帥
。
9
ω
」
簿

七
　
債
務
者
破
産
の
場
合
の
契
約
の
効
果

　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
の
締
結
後
に
債
務
者
が
破
産
し
て
も
、
な
お
契
約
の
効
果
が
維
持
さ
れ
る
か
は
、
問
題
で
あ
る
。
当
事
者
の
意
思
が
明

白
に
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
に
し
た
が
う
。
し
か
し
む
し
ろ
明
白
な
表
示
が
な
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

　
執
行
排
除
・
制
限
契
約
は
多
く
の
場
合
経
済
的
に
危
険
な
状
態
に
あ
る
債
務
者
の
財
産
状
態
の
た
て
な
お
し
を
意
図
し
て
締
結
さ
れ
る
こ
と
、

お
よ
び
債
権
者
の
破
産
参
加
の
権
利
の
放
棄
は
他
の
債
権
者
の
利
益
に
な
る
だ
け
で
、
債
務
者
（
破
産
者
）
に
と
つ
て
は
も
は
や
何
の
利
益
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
原
則
と
し
て
契
約
の
効
果
は
債
務
者
の
破
産
後
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
特
段
の
表

示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
当
事
者
は
個
別
執
行
の
み
を
考
慮
し
て
契
約
を
締
結
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
O
D
o
『
R
い
鋭
勲
○
も
ψ
8
．

あ
　
と
　
が
　
き



　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
つ
て
は
、
資
料
の
収
集
か
ら
脱
稿
に
い
た
る
ま
で
、
恩
師
石
川
明
教
授
よ
り
懇
切
な
御
指
導
を
賜
わ
つ
た
。
ま
た
、
伊
東

乾
教
授
、
田
中
実
教
授
か
ら
も
多
く
の
貴
重
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
先
生
方
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
本
稿
で
御
教
示
の

す
べ
て
を
い
か
し
き
れ
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
、
お
わ
び
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　
本
研
究
の
た
め
参
照
し
た
文
献
の
う
ち
、
筆
者
自
身
の
私
有
の
も
の
、
な
ら
び
に
慶
鷹
義
塾
図
書
館
お
よ
び
同
大
学
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
文
献
以
外
は
、
坂
原
正
夫
助
教
授
所
有
の
資
料
、
法
務
図
書
館
、
西
ド
イ
ッ
・
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
お
よ
び
ケ
ル
ン
大
学
の
蔵
書
の
コ
ピ
ー
を

使
用
し
た
。
坂
原
助
教
授
、
閲
覧
の
便
宜
を
与
え
て
下
さ
つ
た
法
務
図
書
館
の
福
島
小
夜
子
女
史
、
コ
ピ
ー
を
航
空
便
で
送
つ
て
下
さ
つ
た
ザ
ー

ル
ラ
ン
ト
大
学
法
経
学
部
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ュ
ケ
教
授
お
よ
び
ケ
ル
ン
大
学
に
留
学
中
で
あ
つ
た
柵
善
夫
助
教
授
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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〇
『
①
ロ
U
m
口
犀
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霧
ω
冥
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追
記
　
本
稿
の
「
緒
言
」
を
は
じ
め
、
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
部
分
の
注
の
数
箇
所
に
お
い
て
私
は
、
執
行
拡
張
契
約
に
関
す
る
私
の
研
究
を
判
例
タ
イ
ム
ズ

誌
上
に
近
く
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
。
し
か
し
本
稿
を
も
含
め
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
ま
と
め
る
た
め
、
同
誌
へ
の
掲
載
を
遠
慮
す
る
こ
と

に
し
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

執
行
排
除
・
制
限
契
約
（
二
・
完
）

七
三

（
六
二
一
）


